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英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ソ
征
服
」

学
界
を
支
配
す
る
・
懐
借
す
る
所
な
き
オ

1
ソ
ド
グ
シ
イ
と
し
て
存
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
多
少
だ
り
と
も
、
研
究
史
の
現
段
階
に

通
ず
る
者
に
と
っ
て
は
周
知
の
事
情
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
斯
か
る
傾
向
は
、
抑
々
遠
く
そ
の
淵
源
を
今
よ
り
七
十
年
前
一
八
九
一
・
九

二
年
『
英
国
史
学
評
論
』
第
六
・
七
巻
に
渇
載
さ
れ
た
る
か
の
ラ
ウ
ン
ド
の
劃
期
的
な
『
騎
士
役
制
度
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
伝
来
』
な

(

1

)

(

2

)

 

る
請
文
に
湖
り
得
、
此
の
論
文
に
於
て
、
プ
テ
ィ
日
デ
ユ
タ
イ
イ
に
よ
れ
ば
「
一
切
の
系
統
(
巴
阻
止

g)観
念
を
拒
否
す
る
」
ラ
ウ
ン
ド
が
、

(

3

)

(

4

)

 

イ
γ
グ
ラ
ン
ド
に
て
は
騎
土
役
♀
包

m
E
8
2
w
o
)
に
依
る
土
地
保
有
(ZH百
円
相
)
の
制
度
は
曾
っ
て
フ
リ
イ
マ
ン
・
ス
タ
ブ
ズ
・
グ
ナ
イ

(
5
)
 

ス
ト
ら
初
期
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
に
依
っ
て
考
え
ら
れ
た
る
如
く
そ
の
起
掠
を
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
ン
の
慣
習
の
裡
に
有
す
る
も
の
で
は

な
く
ま
さ
に
一

O
六
六
年
大
陸
よ
り
渡
来
せ
る
ノ
ル
マ
シ
人
仁
依
っ
て
一
挙
に
将
来
せ
ら
れ
た
る
も
の
、
と
な
せ
る
際
に
採
れ
る
所
の
封

建
制
概
念
|
i
斯
か
る
騎
士
役
な
る
軍
役
に
依
る
♀
司
可
認
可
d
凡
な
ミ
芯
さ
に
と
売
る
土
地
保
有
の
制
度
と
そ
凡
そ
一
般
に
封
連
制
の
中
核

な
り
と
す
る
観
念
は
、
今
日
に
至
る
イ
ギ
リ
ス
学
界
じ
於
け
る

4
2皆
-
R
r
c目白田
r
S
3
を
根
抵
よ
り
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
試
み

に
読
者
は
、
今
日
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
初
期
封
建
制
史
学
の
出
発
点
を
な
す
ス
テ
ン
タ
ン
の
『
英
国
封
建
制
の
第
一
世
紀
|
|
一

O
六
六
/

(
6
)
 

一
一
六
六
年
』
な
る
書
を
縮
か
れ
よ
。
そ
こ
で
、
著
者
ス
テ
ン
タ
ン
は
、
巻
頭
の
序
文
に
於
て
「
バ
ロ
ン
(
主
の
直
臣
た
る
諸
侯
)
ま
た
ナ

イ
ト
(
諸
侯
の
封
毘
即
ち
玉
の
陪
臣
た
る
騎
士
)
よ
り
成
る
ア
ン
グ
ロ
H

ノ
ル
マ
ン
の
貴
族
が
夫
れ
自
身
の
立
場
に
即
し
て
書
か
れ
た
る
諸
記

録
に
照
ら
し
従
来
よ
り
も
一
層
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
れ
ば
見
ら
れ
る
ほ
ど
、
夫
れ
は
犬
れ
に
先
行
せ
る
士
着
の
(
|
|
|
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ

か
く
℃
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」
以
前
の
イ
ン
グ
一
ブ
ン
ゾ
の
社
会
の
な

(
7
)
 

ん
ら
か
の
局
面
に
一
封
建
的
」
な
る
形
将
司
を
適
用
す
る
こ
と
は
益
々
誤
解
を
生
ぜ
し
め
る
如
く
思
わ
れ
る
』
と
宣
言
し
つ
つ
一
、
か
の
ラ
ウ

ン
の
)
貴
族
と
は
愈
々
相
違
す
る
一
昨
甚
し
き
も
の
の
あ
る
如
く
思
わ
れ
、

ン
ド
以
来
の
伝
統
的
観
念
に
忠
実
に
、
一
あ
ら
ゆ
る
点
に
於
て
オ
ウ
ル
ド
日
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
(
日
サ
グ
ソ
ン
日
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
)
の
先
制
を

(
8
)
 

ぽ

5
5
せ
る
L

軍
役
の
制
度
|
|
[
ラ
ウ
ン
ド
が
曾
っ
て
征
服
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
(
当
日

5
5
H
Z
n
E宮
2
2・吋
-Hogt∞3
が
彼
の



直
臣
(
同
町
諮
問
三
宮
内
色
、
た
る
た
ち
の
奉
仕
の
義
務
(
之
さ
じ

2
F
E
N
Sと
し
て
掛
川
時
彼
の
御
用
に
供
す
べ
く
依
等
の
夫
々
保
持
す
べ
き
騎

土
の
数
を
任
意
に

(
V
M
V
3
S
N
N
S
E
H同

E
b
八
)
定
め
た
る
・

2
1
H
b司
令

E
ロ
白
血
)
形
式
を
採
ら
ざ
る
一
昨
の
諸
契
約
の
加
は
に
こ
そ
そ
の
起

(
9〉

源
を
求
む
べ
き
も
の
と
な
し
た
る
、
か
の
騎
士
役
な
る
封
建
的
軍
役
制
度
の
ノ
ル
マ
ン
人
に
依
る
「
創
始
」
(
百
ロ
2
2
5と
に
就
い
て
詳
ら

(
日
)

か
に
語
っ
て
居
り
、

『
一
征
服
L

以
後
の
諸
世
紀
に
於
け
る
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
の
生
活
の
土
台
生
形
成
せ
る
封
建
社
会
は
オ
ウ
ル
ド
H

イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
よ
り
の
明
確
な
る
分
離
を
表
わ
す
』
と
す
る
ラ
ウ
ン
ド
の
一
般
的
結
論
を
確
認
せ
る
ラ
ウ
ン
ド
以
後
の
研
究
の
進
展
を

(
日
)

窮
極
に
於
て
是
認
す
る
立
場
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
場
合
、
彼
に
あ
っ
て
は
、

一
応
、
斯
か
る
断
絶

(門出吋同円。宮内同
F
L
E町
)
と
せ
ら
れ
て
居
り
、
そ
の
後
の
彼
の
概
説
的
際
史
記
述
l
l
i

『
牛
津

英
国
史
』
の
第
二
糸
口
『
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
ン
H

イ
γ
グ
ラ
ン
ド
』
の

4
w宮
古
関

5
¥吋
宮
〉
ロ
色
。
，

Z
S
B
2
2
2ぺ
に
於
て
「
「
征

は
「
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
」

服
」
以
前
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ず
の
此
処
彼
処
に
は
、
漠
然
と

(
Z
C
E巳
v
O
封
建
的
と
記
述
せ
ら
れ
得
る
一
つ
め
社
会
形
態
へ
の
近
接
を
表
示
す

る
幾
つ
か
の
兆
候
が
認
め
ら
れ
る
の

若
し
も
封
建
制
度
が
唯
単
に
奉
仕
を
代
償
と
し
て
の
土
地
保
有
の
原
則
安
認
め
た
る
所
の

社
会
秩
序
の
一
形
態
と
君
倣
さ
れ
る
な
ら
ば
、
此
の
(
[
1
1『
征
服
』
以
前
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
封
建
社
会
形
態
へ
の
近
接
と
云
う
)
意
見
に

(
臼
)

何
ら
文
句
を
言
う
べ
き
筋
合
は
な
い
』
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
所
よ
り
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
の
ユ
ニ
ー
ク
な
『
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国

制
史
』
に
於
け
る
ヂ
ョ
リ
フ
の
立
場
と
は
、
自
ら
具
、
な
る
も
の
が
あ
る
点
で
あ
る
。

-

1

後
者
ば
、
早
期
サ
ク
ソ
ン
N

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

社
会
構
成
に
於
て
血
縁
関
係

(
E
5一
ユ
乏
の
占
め
た
る
比
重
を
重
視
す
る
そ
の
独
自
の
立
場
よ
り
し
て
、
サ
グ
ソ
ン
H

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
社

会
は
「
征
服
一
前
夜
既
に
地
縁
社
会
化
合
2
号
O
江
田
口
N

巾
)
せ
ら
れ
、
血
統
貴
族
(HHC丁一
2
S
Z
C
C
(
}
〉
は
姿
を
消
し
て
血
縁
関
係
か
ら
解
き
放

た
れ
・
た
忠
誠
の
哲
一
目
的
の
鮮
に
依
り
結
ば
れ
た
る
主
従
関
係

2
2去
E
ち
の
成
立
を
見
て
い
た
も
の
の
、
而
も
猶
そ
こ
に
於
て

1
将
来
の
奉

仕
を
条
件
と
ー
し
て
の
土
地
保
有
関
係
は
未
だ
成
立
し
て
居
ら
ず
、
斯
く
従
属
的
土
地
保
有
関
係
♀
与

2
分

E
P
E
B
)
の
裏
付
け
を
欠
く

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」



間

(
渇
)
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
こ
ろ
其
の
主
従
関
係
は
決
し
て
封
建
的
た
り
得
な
か
っ
た

(nta岱
ザ
認
定

ro丘
町
2
E
-ぽ
B
J
と
し
て
、
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」

サ
ク
ソ
ン

u
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
社
会
の
封
建
化
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
J
Z
与田
3
2
0同

F
E
E
-
-
m
B
E
℃

3
・
Z
C
H
E
Z
開口ぬ・

(口)

目白ロ門
H
J
。
然
し
乍
ら
、
ス
テ
ン
タ
ン
の
場
合
、
ヂ
ョ
リ
フ
と
は
異
な
り
一
ノ
ル
マ
ン
症
服
」
以
前
サ
ク
ソ
ン
H

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
て
既
に

奉
仕
を
代
償
と
L
て
の
土
地
保
有
の
原
則
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
云
え
、
彼
に
あ
っ
て
は
抑
々
封
建
的
土
地
保

有
は
厳
密
に
は
単
に
奉
仕
合
代
償
と
し
て
の
土
地
保
有
に
尽
き
ざ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
亦
、
飽
く
ま
で
銘
記
せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
ラ
ウ
ン
ド
的
封
建
制
観
念
に
忠
実
な
る
ス
テ
ン
タ
ン
に
と
っ
て
、
夫
れ
は
、
ラ
ウ
ン
ド
以
後
依
然
初
期
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
の

精
神
を
承
け
継
い
で
ア
ン
グ
ロ
日
サ
グ
ソ
ン
的
伝
統
を
重
視
す
る
・
言
わ
ば
ヨ
問
。

EHEE-ZFSH-mR
の
立
場
を
堅
持
せ
る
メ
イ
ト

(
国
)

一
ブ
ソ
ド
が
い
ま
後
期
サ
ク
ソ
ン
日
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
け
る
封
建
的
土
地
保
有
の
代
表
的
事
例
と
し
て
挙
げ
る
所
の
、
か
の
も
と
ウ
ス
タ

宅
2
8
2
2
の
司
教
オ
ス
ワ
ル
ド

C
Z出
E
の
玉
エ
ド
ガ
!
ル
自
足
思
想
同
令
・

g
u
j
u
a
)
宛
の
書
簡
i
l所
詞
「
オ
ス
ワ
ル
ド
の

(

刊

日

)

メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
に
現
わ
れ
た
る
従
属
的
土
地
保
有
に
於
け
る
如
く
、
そ
の
土
地
保
有
の
条
件
と
し
て
の
奉
仕
が
種
々
多
岐
に
亘
り
(
S
U
B

(
初
)

円相口出口町

05)
且
つ
量
的
に
も
不
定
量
(
百
円
F
F
M
X巾
)
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ス
テ
ン
タ
ン
を
し
て
言
わ
し
む
れ
ば
、
右
記

の
史
料
に
於
け
る
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
土
地
保
有
条
件
の
分
析
日
綜
合
は
、
髄
か
に
「
史
的
現
実
の
再
構
成
た
る
仕
事
の
見
事
な
る
一
例
L

(白

σ同日広口片山)岡市内
m
O同

E
2
0岡山口
mLHmg口
三
門
戸
口
氏
。
ロ
〉
で
は
あ
る
が
、
然
し
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
ご
と
く
『
斯
か
る
奉
仕
が
種
々
多
岐
に
豆

り
且
つ
不
定
量
な
る
が
故
に
夫
れ
だ
け
封
建
的
で
あ
る
か
に
示
唆
す
る
こ
と
は
、
「
封
建
制
」
な
る
概
念
の
外
延
を
余
り
に
も
拡
張
し
て
其

り
結
果
此
の
語
を
幾
ん
ど
無
意
味
な
る
語
に
近
か
ら
し
め
る
も
の
』
で
あ
旬
、
)
従
属
的
土
地
保
有
の
封
建
的
大
原
則
公

Z
3
2
E
E

ヨ
ロ
門
戸
匂
戸
市
丘

3
2
L
2
5
5巾
)
は
、
彼
に
従
え
ば
、
飽
く
ま
で
明
確
厳
密
に
限
定
せ
ら
れ
特
殊
化
せ
ら
れ
た
る
奉
仕

|
iな
に
よ
り

も
軍
事
的
性
格
を
有
す
る
奉
仕
を
代
償
と
し
て
の
従
属
的
土
地
保
有
の
原
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
斯
か
る
軍



役
の
量
は
、

ま
た
初
期
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
の
批
判
に
於
て
ラ
ウ
ン
ド
の
指
摘
せ
る
如
く
、
保
有
地
の
面
積
或
は
そ
の
価
値
に
依
り
決
定

せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
其
処
で
は
新
か
る
閣
係
へ
の
考
慮
は
飽
く
ま
で
第
二
義
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
所
の
、
土
地
保
有
者
と
そ

(
幻
)

の
主
君
と
の
聞
に
於
け
る
「
契
約
一
に
依
っ
て
こ
そ
ま
さ
に
決
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
フ
ウ
ン
ド
以
来
の
伝
統
的
封
建
制
観
念
に
窮
極
依
拠
す
る
所
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
成
立
史
観
は
、
も
と
第
八
四
国
際
庵
史
学
会
議

に
於
て
為
さ
れ
た
る
講
演
に
基
き
『
経
済
史
評
論
』
第
九
巻
第
二
号
に
発
表
せ
ら
れ
た
る
、
ダ
グ
ラ
ス
の
『
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
と
英
国
封

(
お
)

建
制
』
に
就
い
て
も
、
之
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
其
処
で
次
の
如
く
言
っ
て
い
る
所
か
ら
も
い
ま
明
か
に
知
ら
れ

フ
ォ
ー
マ
ル

円
公
式
的
な
封
建
制
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
℃
は
数
世
紀
に
一
H
一
る
発
展
の
所
産
で
は
な
く
正
に
或
る
限
ら
れ
た
る
期
間
に

る
で
占
め
一
ろ
〉
フ
。

異
邦
人
の
征
服
者
た
ち
に
依
っ
て
為
さ
れ
た
る
一
つ
の
意
識
的
な
創
造
行
為
の
所
産
云

8
口
出
口
宣
伝

Q
E己〔
v

ら
で
あ
っ
た
、

と
主
張
す
る

こ
と
に
、
昨
単
に
古
法
穿
撃
趣
味
に
係
わ
る
問
題
に
注
釈
な
加
え
る
こ
と
を
誌
味
L
な
い
(
・
・
ば
ロ
E
5
2巾
}
M
1
g
g
B
B
2
Z
一品。ロ

出七

C
E件
。
ご
巾
m
E
7
5己
門
吉
田
口
即
日
回
目
)
。
夫
れ
は
、
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
的
発
展
の
大
い
な
る
部
分
に
関
す
る
一
つ
の
解
釈
守
口

(

刷

出

)

E
Z召
同
市
仲
間
氏
。
ロ
C
町
民
門
戸
同
官
官
江
主
開
口
m四
日

u
r
g包
-2出
-
F
S
U
H
)己
巾
口
同
)
を
提
示
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
』
而
し
て
、
彼
は
、
ア

ン
グ
ロ
日
ノ
ル
マ
シ
時
代
の
研
究
辻
、
今
日
、
英
国
封
建
制
の
起
始
を
特
徴
づ
け
た
大
変
動
の
明
瞭
な
意
識
(
回
目

2
f
gロ
5
2
M
E
m
-

九
町
田
)

E
A
A
F円

2
g門
戸
可
由
自
宅
一
戸
-nr
門戸山長
E
F
m
.
m
g巾沼田〈

v
h

ロロ

m町
田
ゲ
伊
豆
長
田
ロ
戸
)
に
依
っ
て
支
配
せ
ら
れ
て
い
る
』
と
と
を
述
べ
て
、

前
記
『
英
国
封
建
制
の
第
一
世
紀
』
第
四
章
に
於
て
ス
テ
ン
タ
ン
が
精
力
的
に
取
扱
え
る
テ

i
マ
1
1
1
1
か
の
「
紅
服
」
前
夜
の
ア
ン
グ
ロ
日
サ

ク
ソ

γ
の
主
従
関
係
に
於
け
る
従
士
〈
k
t
・
ω・
H
p
h
B
)
と
「
征
服
」
以
後
ノ
ル
マ
ン

u
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
け
る
騎
士
(
円
、
・
3
N
凡
な
る
と
の
史

ス
テ
ン
タ
ン
が
『
第
十
一
世
紀
の
終
末
以
前
に
エ
ド
ワ
ー
ド
主
〔
い
わ
ゆ
る
機
悔
主
開
ι司
2
L
H
Z

P
E
g
sスア

H
E
N
t
g
)、
「
征
服
」
以
前
最
後
の
英
主
〕
の
時
代
の
守
旧
的
な
貴
校
社
会
〈

l
i従
土
を
中
心
と
す
る
)
は
、

的
連
続
関
係
の
問
題
に
言
及
し
つ
つ
、

一
部
〔
イ
ン
グ
ラ

英
悶
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
シ
征
服
」

五



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」

ノ、

ン
ド
の
〕
極
北
部
を
除
き
、
本
質
的
に
戦
闘
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
一
社
会
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
た
が
、
此
の
新
し
い
社
会
に
於
て
ユ

〔
そ
の
奉
仕
が
軍
事
的
に
〕
特
殊
化
さ
れ
た
所
の
騎
士
こ
そ
が
ま
さ
に
そ
の
中
心
人
物
を
な
し
た
。
此
の
社
会
を
導
き
入
れ
た
る
人
々
に

と
っ
て
は
、
騎
士
の
奉
仕
が
土
地
の
授
与
に
対
し
て
為
さ
れ
得
た
最
も
価
値
あ
る
代
償
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
』
と
言
え
る
と
同
様
の
趣
旨

(
お
)

に
於
て
、
『
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
社
会
的
再
編
成
は
、
そ
こ
に
戦
士
た
ち
の
一
階
層
が
樹
立
せ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味

一
に
彼
等
が
特
殊
な
軍
事
的
装
備
の
形
態
を
有
し
た
こ
と
に

I
I
!被
等
に
夫
れ
を
使
い
こ
な
す
能
力
が

具
っ
て
い
た
こ
と
に
か
か
っ
て
い
た
。
即
ち
、
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
ン
社
会
の
中
心
人
物
た
る
者
は
馬
上
の
騎
士
で
あ
っ
た
』
の
で
あ
り
、

『
オ
ウ
ル
ド
リ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
過
去
の
〔
歴
史
〕
の
典
型
的
所
産
』
た
る
『
従
士
、
が
騎
士
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
こ
と
こ
そ
正
し
く
「
征
服
」

『
第
十
二
世
紀
の
初
ま
で
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
け
る
従
士
の
地
位

し
た
が
、
そ
の
社
会
的
地
位
は
、

の
賓
ら
せ
る
最
も
著
し
い
革
新
と
一
一
一
一
ロ
う
べ
き
で
あ
ろ
う
』

と
言
い
、

は
、
:
:
:
:
彼
等
の
保
有
に
係
わ
る
土
地
の
代
償
と
し
て
契
約
に
依
る
軍
役
を
果
す
所
の
人
聞
に
依
り
と
っ
て
代
ら
れ
て
い
た
。
品
一
品
に
疑

い
も
な
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
社
会
構
造
に
於
け
る
徹
底
的
全
面
的
変
革
を
内
包
せ
る
歴
史
的
推
移
守
可
自
主
5
ロ
名
立
与
戸
見
。
ロ
宮
内
乱
ぞ

E
4
0
-
5
b
仏
門
出
回
己
口
出
口
牛
若
広
巾
田
官

2
門日間
-
8
5
2
0ロ
E

F巾
志
向
-
乙
由
同
H
5
Z
8
0同開口向日出口円山

)

J

が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
』
と
し
て
、
そ
こ

に
「
此
の
島
国
が
過
去
に
於
て
目
撃
せ
る
所
の
最
も
急
激
に
し
て
最
も
広
汎
な
る
影
響
力
を
有
せ
る
革
命
の
一
つ
」
(
。
5
0『
岳
巾

5
0
2

(
幻
)

E
L巳
巾
口
出
口
門
日
同
日
目
同
町
田
口
Y
E
m
H
2。
-c昨
日
。
ロ
与
を
見
出
す
ダ

l
リ
ン
タ
ン
の
凡
そ
果
敢
な
る
提
言
を
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
略
述
せ
る
所
の
如
き
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
成
立
史
上
に
於
け
る
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
の
史
的
評
価
に
関
し
て
、
従
来
学
界

を
支
配
し
来
れ
る
正
統
派
的
見
解
の
大
要
で
あ
る
。
夫
れ
は
、
畢
寛
、
封
建
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
(
伊
豆
乙
即
位
自
色

illmczE)
の
歴
史
的

出
発
点
を
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
に
措
定
せ
ん
と
す
る
所
の
見
解
で
あ
り
、
そ
の
成
立
を
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
以
前
に
は
湖
ら
し
め
ざ
る
見
解
で

あ
る
。
そ
の
顕
著
な
る
特
徴
は
、

一
封
建
制
」
を
ラ
ウ
ン
ド
以
来
の
伝
統
に
従
っ
て
狭
義
に
斗
呂
田
二
。
包
九
に
依
っ
て
理
解
し
、
此
の
名



辞
を
騎
士
役
な
る
軍
役
に
依
る
土
地
保
有
制
度
と
同
意
語
的
関
併
に
於
て
捉
え
る
こ
と
、
そ
の
際
、
斯
か
る
軍
役
に
依
る
「
直
接
受
封
者
」

の
保
有
地
と
り
わ
け
騎
士
采
地

(
¥
g
b
h
s
sに
凡
な
る
が
抑
々
何
人
に
依
っ
て
現
実
に
占
有
日
耕
作
せ
ら
れ
、
夫
れ
が
如
何
な
る
意
味
に

於
て
当
該
采
地
の
保
有
者
の
軍
役
を
可
能
な
ら
し
め
る
物
的
条
件
と
し
て
機
能
し
た
か
、
当
代
社
会
の
「
中
心
人
物
」

l
l
l
直
接
的
生
産

よ
り
遊
離
せ
る
支
配
階
級
本
位
の
史
観
に
於
て
は
正
し
く
中
心
人
物
!
l
l
lた
る
騎
士
の
現
実
的
生
活
基
盤
と
し
て
の
騎
士
采
地
の
具
体

的
な
社
会
経
済
的
構
造
へ
の
配
慮
・
関
心
を
全
く
欠
く
こ
と
、
之
を
要
す
る
に
、
騎
士
采
地
を
も
含
め
て
一
般
的
に
封
建
的
土
地
所
有
に

於
け
る
「
上
部
構
造
L

と
「
下
部
構
造
」
と
の
内
的
関
斬
に
対
す
る
統
一
的
把
握
の
欠
如
、
是
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
論
理
必
然

的
に
、
斯
か
る
見
解
に
拠
つ
て
は
、

一
O
六
六
年
の
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
は
、

一
方
に
於
て
は
革
命
的
事
象
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
、
他
方

に
於
て
は
非
革
命
的
事
象
と
し
て
一
評
価
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

例
を
挙
げ
て
之
を
立
証
し
よ
う
。

ま
ず

ス
テ
ン
タ
ン
に
就
い
て
。

!
l
|飽
く
ま
で
我
々
の
封
建
制
な
る
名
辞
の
タ

i
ミ
ノ
ロ
ヂ
イ
は

厳
密
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
主
張
し
、
『
若
し
そ
の
語
(
封
建
制
)
が
全
く
無
意
味
な
る
語
た
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
夫
れ
は
少
く

と
も
社
会
秩
序
の
或
る
明
確
な
る
形
態
を
指
称
す
る
の
に
取
っ
て
置
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
』
(
傍
点
、
引
用
者
)
と
我
々
に
警
告
す
る
所
の
ス
テ

(
銘
)

ン
タ
ン
が
、
い
ま
「
封
建
制
」
を
或
る
特
定
の
形
態
に
於
け
る
社
会
秩
序
全
体
に
係
わ
る
概
念
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
い
さ
さ
か

の
疑
念
を
も
容
れ
ず
瞭
ら
か
な
る
所
で
あ
る
、
が
、
そ
の
彼
は
、
前
記
『
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
ン
日
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
』
の
「
エ
ピ
ロ
グ
」
冒
頭
に

於
て
、

「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
に
伴
う
新
旧
社
会
秩
序
の
交
替
と
共
に
、

如
何
に
多
く
の
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
ン
の
旧
支
配
階
級
の
者
が
そ

の
大
い
な
る
土
地
財
産
と
夫
れ
に
依
存
せ
る
権
力
と
を
喪
失
し
て
社
会
的
に
没
落
し
て
い
っ
た
か
を
述
べ
、
『
彼
等
の
運
命
は
苛
酷
な
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
環
境
に
於
て
は
夫
れ
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
一
つ
の
社
会
革
命
の
犠
牲
公

z
i
a
B由

。

岡

山

由

。

門

戸

即

日

日
し
ゅ
)
而
も
、
恥
い
一
一
一
ロ
わ
札
r
b
h
L、
前
記
『
英
国
封
建
制
の
第
一
世
紀
』
第
四
章
「
常
£
と
騎

5
5
-
5
5ロ
)
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
』
と
、

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」

七



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
シ
征
服
」

八

土
」
の
冒
頭
に
於
て
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

『
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
の
結
果
惹
起
せ
る
諸
変
化
を
通
じ
て
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
農
村
社
会
の
連
続
性
を
愛
に
強
調
す
る
必
要
は
殆
ど
存
し
な
い
。
そ
の
(
イ
ン
グ
ラ

γ
ド
農
村
社
会
の
〉
本
質
的
諸
特
徴
は
、
そ
れ

ら
は
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
日
ブ
ッ
ク
」
〔
U
O
B
g
E可
回

o
o
F
一
O
八
六
年
征
服
王
晩
年
に
編
纂
せ
ら
れ
た
検
地
帳
〕
や
そ
の
後
の
諸
記
録
に
依
つ

て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、

オ
ウ
ル
ド
H

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
的
発
展
に
照
ら
し
て
初
め
て
能
く
是
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
:
:
:
既
に
一

O
六
六
年
以
前
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
〕
南
部
及
び
西
部
に
於
て
、
処
々
散
在
的
に
は
デ
イ
シ
ロ

l
地
方
〔
ロ
白

5
F
F

第
九
世
紀
以
降
デ
イ
シ
人
(
U
2
2〉
が
数
多
く
定
住
し
彼
等
の
法
慣
習
が
支
配
せ
る
イ
γ
グ
ラ
γ
ド
の
北
東
部
地
方
〕
の
北
部
に
於
て
す
ら
、
其
処
に

は
、
村
落
の
住
民
が
、
彼
等
の
領
主
の
〔
彼
等
に
与
え
る
〕
保
護
に
対
す
る
代
償
と
し
て
、
文
、
領
主
の
荘
館
に
於
て
行
わ
れ
る
裁
判
に

対
す
る
代
償
と
し
て
、
〔
生
産
物
文
は
貨
幣
形
態
に
於
け
る
〕
地
代
或
は
労
働
(
H
賦
役
)
に
依
り
領
主
の
家
計
を
維
持
す
る
と
云
う
、
あ
の

よ
く
知
ら
れ
た
所
の
社
会
秩
序
の
形
態
が
起
っ
て
い
福
)
』
と
。
而
し
て
、
此
の
「
よ
く
知
ら
れ
た
所
の
社
会
秩
序
の
形
態
」
公

Z
F
E
E

-UH
同OHB
色
白

o
n
E
2骨
同
)
i
l
|
彼
に
依
れ
ば
夫
れ
自
体
は
未
だ
決
し
て
「
封
建
的
」
と
は
規
定
し
得
、
ざ
る
と
こ
ろ
の
、
丸
町
'
『
ab
立。

マ

ナ

の
荘
園
ー
ー
が
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
以
後
に
も
断
絶
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
維
持
せ
ら
れ
た
事
情
に
就
い
て
、
さ
き
の
概
説
の
「
エ
ピ
ロ

グ
」
に
於
て
彼
は
、
『
彼
等
(
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
新
た
に
主
人
と
な
れ
る
ノ
ル
マ
γ
人
)
と
し
て
は
、
彼
等
の
所
領
経
営
に
、

オ
ウ
ル
ド
H

イ

ン
グ
ラ
シ
ド
の
〔
伝
統
的
〕
方
法
を
適
用
す
る
所
が
あ
っ
た
。
彼
等
は
、

エ
ド
ワ
ー
ド
〔
機
悔
〕
王
の
時
代
よ
り
伝
わ
れ
る
、
さ
ま
、
ざ
ま
な
、

屡
々
彼
等
に
と
っ
て
不
都
合
で
さ
え
あ
る
、
荘
圏
構
造
の
諸
類
型
公

Z

S
ユ
色
由
民
O
同円相ロ

E
8
5
8
5見
守
切
巾
阻
止

B
E
o
s
-
2・

2
2ロ
5
4岳山口
r
r
邑

8
5
0
色
。
省
出
向

B
B
百
ロ
m
開門目当日仏

w
由
民

go)を
受
容
す
る
上
に
驚
く
べ
き
寛
容
性
を
示
し
た
』
と
述
べ
て
い
る

(
出
)

の
で
あ
る
が
、
此
の
点
は
、
『
英
国
封
建
制
の
第
一
世
紀
』
に
於
け
る
、
『
一

O
八
六
年
(
|
|
前
記
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
"
ブ
ッ
ク
」
編
纂

当
時
)
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
農
村
社
会
公
民
同
日
開
ロ
m
g
E
)
は
猶
本
質
的
に

(gmBE--己
エ
ド
ワ
ー
ド
〔
横
悔
〕
王
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で



(
m
M
)
 

あ
っ
た
』
と
云
う
彼
の
よ
り
端
的
な
る
記
述
に
正
し
く
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
b

次
に
、
ダ
グ
ラ
ス
o
l
l
l彼
が
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
を
以
て
一
つ
の
革
命
的
事
象
と
看
倣
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
ダ

l
リ
ン
タ
ン
の

言
葉
の
援
用
以
外
に
、
そ
の
『
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
と
英
国
封
建
制
』
の
末
尾
に
於
て
『
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
に
由
来
』
せ
る
『
中
世
イ
ン
グ

(
幻
)

ラ
ン
ド
の
公
式
的
な
封
建
制
』
の
『
発
端
を
特
徴
づ
け
た
革
命
云
々
』
と
言
っ
て
い
る
所
よ
り
し
て
も
い
ま
瞭
ら
か
で
あ
る
が
、
而
も
そ

の
彼
は
ま
た
、
同
論
文
の
他
の
箇
所
に
於
て
は
『
「
ド
ゥ
ウ
ズ
デ
イ
日
ブ
ッ
ク
し
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
農
業
構
造
は
一

O
八
六
年
に
あ

ら
ゆ
る
要
点
に
於
て

(
E
色

g
m
g
H
E印
)
夫
れ
が
エ
ド
ワ
ー
ド
〔
憤
悔
〕
主
時
代
に
あ
っ
た
と
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
紛
れ
も
な
く
宮
口
・

(

引

品

)

B
Z
S付
与
右
)
示
し
て
い
る
』
旨
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
は
、

一
方
に
於
て
、

ス
テ
ン
タ
ン
と
同
じ
く
、

イ

グ

ノ

i

「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
後
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
点
に
於
て
オ
ウ
ル
ド
H

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
先
例
を
接
無
せ
る
」
騎
士
役
制
度
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
輸
入
せ
ら
れ
た
こ
と
に
依
っ
て
、
社
会
の
軍
事
的
再
編
成
を
通
じ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
一
つ
の
新
し
い
社
会
構
造

守
口
町
当

由
。
己
主

m
H
2
2
5巾
)
が
出
現
し
た
こ
と
を
認
め
、
其
処
に
社
会
の
根
本
的
改
変
Q
E丘
E
S
S
E
-
n
r
g
mと
の
生
ぜ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら

(
お
)

も
、
或
る
意
味
で
は
ス
テ
ン
タ
ン
以
上
に
、
他
方
に
於
て
、
其
処
に
生
ぜ
る
根
本
的
改
変
が
、
主
と
し
て
古
い
従
士
層
に
代
る
一
握
り
の

騎
土
層
の
出
現
に
表
徴
さ
れ
る
所
の
社
会
の
支
配
的
諸
身
分
官
事
骨
片
岡
田
口
官
え

gn-zuU
の
交
替
を
通
じ
て
、
単
に
社
会
の
上
部
構
造
を

封
建
的
な
る
も
の

(
R
F
E弘
吉
宮
ロ
可
5
2
5
3
)
に
改
変
し
た
る
に
止
ま
り
、
日
一
つ
夫
れ
す
ら
も
し
か
く
急
激
に
は
行
わ
れ
ず
、
「
ノ
ル

フ

オ

マ

ル

マ
ン
征
服
」
に
由
来
せ
る
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
公
式
的
な
封
建
制
の
発
端
を
特
徴
づ
け
た
革
命
は
結
局
の
と
こ
ろ
『
第
十
二
世
紀
迄
は
確

か
な
も
の
と
も
せ
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
完
成
さ
れ
も
し
な
か
っ
た
』
こ
と
を
ー
ー
ー
彼
れ
本
来
の
「
征
服
」
即
「
革
命
」
の
立
場
を
自
ら
殆
ど

、

、

、

(

お

)

裏
切
ら
ん
と
す
る
迄
に
l
|力
説
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
が
夫
れ
よ
り
始
ま
る
と
さ
れ
る
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
は
、
当
時
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
口
の
圧
倒
的
多
数

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」

九



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ソ
征
服
」

。

を
吸
収
し
て
い
た
其
の
農
村
社
会
の
社
会
構
造
を
な
ん
ら
根
本
的
に
変
革
す
る
所
が
な
く
、
従
っ
て
当
時
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
農
村
社
会
を

現
実
に
構
成
せ
る
被
征
服
民
の
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
ン
人
大
衆
に
と
っ
て
は
「
革
命
」
的
事
象
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
も
、
直
接
な
ん
ら
深
刻
な

る
影
響
を
与
え
る
所
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
ス
テ
ン
タ
ン
・
ダ
グ
ラ
ス
と
と
も
に
我
々
も
亦
今
や
歴
史
的
真
実
を
表

わ
す
命
題
と
し
て
認
め
る
と
し
て
、
こ
と
社
会
の
上
層
|
|
支
配
的
諸
身
分
に
関
す
る
限
り
に
於
て
は
、
「
征
服
」
は
、
ダ
グ
ラ
ス
、
特
に

ス
テ
ン
タ
ン
の
説
く
が
如
く
真
に
文
字
通
り
「
革
命
」
を
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

此
処
で
ま
ず
第
一
に
注
意
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時
「
征
服
」
以
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
の
支
配
的
諸
身
分
間
に
於

け
る
封
建
的
土
地
保
有
の
存
在
形
態
は
、
必
ず
し
も
い
ま
「
征
服
」
と
共
に
「
輸
入
」
せ
ら
れ
た
か
の
騎
士
役
な
る
土
地
保
有
条
件
に
依
っ
て

規
定
せ
ら
れ
る
も
の
に
は
限
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
H

ブ
ッ
ク
」
が
今
日
我
々
に
明
か
に
示
し
て
い

る
所
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
其
処
に
は
、
時
と
し
て
其
の
土
地
保
有
条
件
が
既
に
後
世
第
十
三
世
紀
に
於
け
る
が
如
く
寄
進
者
の
た

め
に
行
う
祈
樟
或
は
捕
撒
等
の
一
般
に
神
に
由
縁
す
る
所
の
奉
仕
に
限
ら
れ
そ
の
裡
に
な
ん
ら
世
俗
的
な
る
奉
仕
を
含
ま
ざ
る
所
の
、
喜

捨
に
基
く
(
吉
見
町
喝
さ
に
さ
)
宗
教
的
な
(
教
会
・
修
道
院
等
に
於
け
る
)
土
地
保
有
、
或
は
斯
か
る
後
世
い
わ
ゆ
る
「
自
由
寄
進
に
よ
る
土

地
保
有
」
(
H
m
E
B
古
片
山
口
}
向
田
-
5
0
5〉
と
は
区
別
せ
ら
れ
る
・
当
該
宗
教
的
奉
仕
が
厳
格
に
規
定
せ
ら
れ
其
の
履
行
が
法
廷
に
於
て
強
制

せ
ら
れ
る
所
の
後
世
「
聖
な
る
奉
仕
に
よ
る
土
地
保
有
」
公

2
5
0
σ
可
島
え

5
8
2片
町
)
と
呼
ば
れ
た
る
も
の
、
そ
の
他
当
時
二
三
の
州

(
円
。
き
ご
と

S
)
に
於
て
¥
句
史
、
尽
き

を
与
え
ら
れ
て
い
た
王
の
側
近
奉
仕
者
公
司
1
3
H
E
N出
品
な
)
に
於
け
る
土
地
保
有
の
如
き
一
般
的

に
後
世
い
わ
ゆ
る
「
一
身
の
奉
仕
に
よ
る
土
地
保
有
」
(
ぽ
ロ
ロ
お
吉
田
町
江
2
E
U
U
の
先
駆
的
形
態
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
等
々
、
凡
そ
騎
士

役
と
云
っ
た
固
有
の
軍
事
的
奉
仕
(
軍
役
〉
に
依
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
、
一
般
に
非
軍
事
的
官
。
ロ

E
B
E
S弓
)
乃
至
準
軍
事
的

2
5回

目

z
B
E
S
E

(
幻
)

弓
〉
な
封
建
的
従
属
的
土
地
保
有
が
現
実
に
存
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
き

S
ミ
3
3
(荘
園
)
な
る
語
と
同
様
、
も
と
も
と
ノ
ル
マ
ン



人
に
依
っ
て
初
め
て
此
の
国
に
導
入
せ
ら
れ
た

'HfNhhES(封
地
)
な
る
語
の
プ
レ
イ
ジ
オ
ロ
ヂ
イ
に
関
し
て
言
え
ば
、
我
々
が
「
ド
ゥ
ウ

ム
ズ
デ
イ
日
ブ
ッ
ク
一
中
に
於
て
或
る
者

Y
が
或
る
他
の
者

X

よ
り
土
地
を
フ
エ
ウ
ド
ゥ
ム
と
し
て
保
布
し
て
い
る
(
刊
な
ミ

H
E

'
『
，
A

誌
に
む
に
合
同
)
旨
の
記
述
に
接
す
る
と
き
、
犬
れ
は
必
ず
し
も
い
ま

Y

の
通
常
年
間
四
十
日
の
騎
士
役
な

Z
出
有
の
軍
役
に
依
る
所

の
土
地
保
有

(
8
5
5
Z
E
-
-
E弓
8
3
w
m
J
)
の
事
態
乞
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
唯
彼
が
そ
の
土
地
(
即
ち
い
わ
ゆ
る
¥
s
b
h
S
E
N
h
a

(
お
)

ミ
)
に
世
襲
的
権
利

(
F
E国

立
巾

H
H
m
吉
田
)
を
有
す
と
云
う
事
実
を
表
わ
し
て
い
る
に
止
ま
る
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
而
も
亦
、
夫

れ
と
同
時
に
、
我
々
江
、
当
時
「
征
服
」
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
て
は
、
其
処
に
、

一
般
騎
士
同
様
、

ひ
と
し
く
固
有
の
意
義
に
於
け
石

軍
事
的
奉
仕
の
義
務
履
行
の
た
め
に
常
時
特
殊
な
る
形
態
の
軍
事
的
装
備
ケ
一
以
て
す
る
特
殊
な
る
形
態
の
戦
闘
1

1

馬
上
に
於
け
る
戦
閣

の
技
術
熟
達
の
た
め
の
訓
練
を
要
請
せ
ら
れ
つ
つ
も
、
猶
且
つ
本
来
の
騎
士
一
示
地
(
'
刊
さ
与
さ
さ
忠
之
同
)
を
与
え
ら
れ
円
ら
ざ
る
所
の
、
い

わ
ゆ
る
つ
京
中
騎
士
」

(
]
5
5
m
r
c
E
r巳
m
Z
)な
る
者
が
広
汎
に
存
し
た
る
事
情
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
当
時
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
壬
は
、
彼
合
主
君

(
V札
。
遺
言

5
2
N
A
A
)
と
し
て
彼
よ
り
直
接
封
地
(
P
O
を
授
け
ら
れ
た
る
聖
俗
の
「
直
按
受
封
者
一
(
芯
ミ

2

3

ミ
』
守
と
る
た
ち
と
の
間
に
、
彼
等
が
夫
々
主
君
た
る
彼
に
対
す
る
奉
仕
の
義
務
(
え

3
主
尽
き

hpEH尽
き
)
と
し
て
常
時
一
定
数
1
l
i
ラ
ウ

γ
ド
に
従
え
ば
元
来
封
建
軍
隊
の
構
成
単
位
を
な
せ
る
円

g
h
E
r
r
-む
の
一
編
成
員
数
(
騎
士
一
口
人
)
に
準
じ
て
一
の
人
乃
至
五
人
の
倍

数
の
ー
の
騎
土
を
保
持
す
べ
き
不
文
の
契
約
な
締
結
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
一
万
米
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
1
1

の
闘
心
の
存
す
プ
勺

所
は
戦
時
彼
の
要
請
に
従
っ
て
「
直
接
受
封
者
」
の
封
地
よ
り
差
出
さ
る
る
騎
士
数
に
在
り
、
夫
れ
が
い
支
「
直
接
受
封
者
」
に
依
り
如
何
に

(
但
)

し
て
扶
養
せ
ら
る
る
か
は
概
し
て
彼
の
一
与
り
知
る
所
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
て
、
当
時
の
聖
俗
の
「
直
接
受
封
者
」
た
る
一
般
に
バ
ロ
ン

(
諸
侯
)
た
ら
は
、

彼
等
の
主
に
対
す
る
奉
仕
の

(え「弓民
H

h

b

h

叫
与
止
と
を
果
す
に
必
要
な
一
一
一
応
数
の
騎
士
ム
ゲ
一
、
そ
の
王
よ
り
の
下
封

(
吉
司
会
】
L
2
2
0
ロ
)
に
係
わ
る
封
地
の
再
下
封
守
口
r
E
h
2
E
H
F
oる
な
ろ
手
続
に
依
り
、
自
己
の
封
地
中
よ
り
そ
の
芭
轄
領
(
〔
一

σ
B
2
5
)
と
な

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」

す
部
分
を
留
保
し
残
余
を
い
わ
ゆ
る
騎
士
采
地
と
し
て
分
割
・
授
封
(
g
H
8
5
す
る
こ
と
に
依
り
扶
持
す
る
か
、
然
ら
、
ず
し
て
前
記
家
中

騎
士
と
し
て
「
そ
の
デ
ィ
メ
ン
に
於
て
」

(
E
Y「
礼
申
送
吉
丈
尽
き
〉
彼
等
に
宿
所
と
食
事
と
を
供
す
る
こ
と
に
依
っ
て
之
を
養
う
か
、

し

ず
れ
か
の
途
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
「
征
服
」
直
後
に
於
て
は
寧
ろ
後
者
の
方
式
が
一
般
に
ひ
ろ
く
採
用
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
か
の
ス
テ

(
位
)

ン
タ
ン
も
之
を
認
め
て
い
る
所
で
あ
る
。
而
も
、
そ
の
場
合
、
斯
か
る
家
中
騎
士
な
る
者
が
も
と
も
と
オ
ウ
ル
ド
日
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
源

旦
っ
そ
の
前
身
の
少
く
と
も
一
部
は
「
征
服
一
以
前
に
於
て
準
軍
事
的
奉
仕
の
義
務
に
依
る
事
実
上
の
封
建
的
土
地

を
発
す
る
者
で
あ
り
、

保
有
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
注
目
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
、
此
の
点
に
こ
そ
、

ま
ず
以
て
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
以
後
の
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
社
会
に
は
も
と
そ
の
「
下
部
構
造
」
の
面
に
於
て
の
み
な
ら
ず
そ
の
「
上
部
構
造
」
の
面
に
於
て
も
「
征
服
し
以
前
の
オ
ウ
ル

ド
日
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
の
社
会
よ
り
す
る
・
二
口
阻
ま
ロ
片
山
。
口
出

-
8
2
5
己々

a
w

な
い
し

関
係
が
存
せ
ざ
る
か
と
一
辺
う
、
我
々
の
問
題
を
解
明
す
べ
き
鍵
鎗
が
潜
ん
で
い
る
、
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
釣
っ
て
、
我
々
は
、
ま
子
、

伴内山口己]円白
-
n。
ロ
江
口
己
F

同一可
w
v

と
云
っ
た
史
的
連
続
性
の

次
節
に
於
て
、
姑
ら
く
ノ
ル
マ
ン
日
イ
ン
グ
一
ブ
ン
ド
初
期
の
家
中
騎
士
の
社
会
的
出
自
関
係
を
「
征
服
」
以
前
に
湖
っ
て
考
究
し
、
彼
等
の

「
柾
服
」
を
通
じ
て
の
運
命
を
追
求
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

ハ
1
)

本
論
文

R

吋

y
o
H口同門主ロロ巳
C

ロ
ロ
町
民
巳
聞
広
目
ω
2
2
8
5
5
肘

HH間
宮
口
【
つ
は
、
そ
の
後
著
者
の
論
文
集
、
2

Fに
同
s
h
h
g丸
山
民
主
号
拘
置

2
~
b
a
b
E
。
H
H
t
u
Q
H
F
S丸
岡
NNHFhgHNhと
2
9
8
r
p
H
S間活

H
S
E
a
-
H
U
O
U
)
の
う
ち
に
Q
止
に
司
宅
-

M
日
間
!
出
品
・
〉
加
筆
・

収
録
せ
ら
れ
て
い
る
。
本
!
柄
に
於
け
る
筆
者
の
此
の
論
文
よ
り
の
引
用
は
、
専
ら
此
の
室
田
に
拠
る
の

(
2
)
(リ

EH-gHν
旦
ケ
ロ
c
E
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英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
い

四

我
々
に
と
っ
て
我
々
の
腰
史
上
の
一
つ
の
自
然
的
な
・
必
然
的
で
さ
え
あ
る
段
階
と
し
て
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
ο

と
云
う
こ
と
は
、
若
し
も
我
々
が

第
十
六
位
紀
の
イ

γ
グ
ラ
ン
ド
を
第
八
位
紀
の
イ

γ
グ
ラ
ン
ド
か
ら
途
中
封
建
制
の
一
時
期
を
経
過
す
る
と
と
な
し
に
出
現
せ
し
め
よ
う
と
お
も
え

ば
、
我
々
は
、
ど
う
し
て
も
人
聞
の
本
性
並
び
に
彼
の
環
境
に
於
け
る
多
く
の
計
り
知
れ
な
い
根
本
的
な
変
化
と
云
う
も
の
を
仮
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
我
々
が
該
語
を
右
の
広
い
意
義
に
用
い
る
な
ら
ば
(
そ
の
場
合
か
の
蛮
族
の
征
服
は
一
つ
の
不
変
的
事
実

と
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
〉
、
封
京
制
と
は
、
究
明
を
、
仕
事
の
分
離
合
、
分
業
を
、
国
防
の
可
慢
性
を
、
美
術
・
学
閣
・
文
学
・
尚
子
究
的

閑
恨
の
可
能
性
を
、
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
、
凡
そ
大
会
堂
一
も
、
写
本
宮
も
、
文
書
館
も
、
諸
伎
の
城
郭
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
是
れ
、

真
に
封
建
制
の
造
り
成
せ
る
所
の
も
の
な
の
で
あ
る
二
(
前
掲
書
、
一
一
二
三
頁
)
最
近
刊
行
さ
れ
た
メ
イ
ト
ラ

γ
ド
の
此
の
古
典
的
な
書
物
の
廉
価

版

(
2
5ふ

5
同J
E
h
d
s
z
g
ピ
マ
号
υ
J
F
O
ロ
宮
口
除
の
一
g
m
c
F
5
0
0
)
に
附
さ
れ
た
ニ
2
5
ι
E
2
2
3
Q
F
t
-
W
3
・
H日
一
N
N
)
の
中

で
、
ケ
イ
ム
ブ
リ
ヂ
の
何
牛
若
阻
止

Z
2
2
は
、
右
の
記
述
に
現
わ
れ
た
る
如
き
、
か
の
ス
テ
シ
タ
シ
の
恒
め
て
厳
格
な
る
対
建
制
の
定
羨
と
は

凡
そ
対
際
的
な
、
メ
ィ
ト
ラ
ン
ド
の
封
建
制
の
理
解
の
仕
方
に
就
い
て
、

E
L
-
-
-

・
:
彼
(
メ
イ
ト
ラ

γ
ド
〉
は
、
思
う
に
、
夫
れ
(
封
建
制
な
る
諮
〉
を

余
り
に
厳
格
に
解
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
広
く
解
す
る
こ
と
に
実
際
的
価
値

Q
S
5
2
g
E
m
)
の
存
す
る
こ
と
を
主
張
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
』

と
述
べ
て
い
る
。
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英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」

一六

ー

i
大
司
教
・
司
教
主
た
大
小
の
修
道
院
長
公

5
2
8仏
有
門
中
。

!
iの
場
合
、
彼
等
に
依
る
主
の
所
望
騎
土
数
確
保
の
た
め
の
騎
士
采
地
の
創

設
に
当
っ
て
、
時
と
し
て
王
が
之
に
干
渉
し
た
る
場
合
の
存
し
た
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詳
し
く
は
、
。
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c
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N
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N
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H
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3
・
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1
2
2
u
丈
2
F
A
r
o
Z
2
2
2
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E
ロ
E
J
若
-
H
E
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山
富
山
門
口
回
目
o
n
y
F
b
さ
え
と
恥
し
な
え
QNF

N白
、
。
、
活
白
足
。
潟
、
立
町
民
SNhh叫
魚
川
、
弘
、
ミ
ミ
2Rmw(可
問
一
ユ
タ

HUω
由一

)w
目

M-M∞M-

い
っ
た
い
、
中
世
の
ラ
テ
ン
の
封
建
文
書
(
伊
豆
田

7
r
g
B
B
H
)
に
於
で
普
通
さ
に

2
(王
-
S凡
な
な
る
を
も
っ
て
表
わ
さ
れ
た
騎
土

i
i
r巴
m丈
の
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
ン
台
形

S
N
.
E
乞
・

3
S
Eろ
が
、
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
以
後
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
て
一
般
に
社

会
的
事
物
を
表
わ
す
名
辞
と
し
て
は

2
2
2
2
p
g口
r
系
統
の
称
呼
が
風
際
せ
る
時
に
当
っ
て
イ
ン
グ
リ
シ
ュ
と
し
て
生
き
残
り
、
而

も
征
服
王
の
軍
隊
の
主
要
な
構
成
要
素
を
な
せ
る
フ
ラ
ン
ス
風
の
騎
馬
武
者
|
|
ノ
ル
マ
シ
リ
イ
ン
グ
ラ

γ
ド
封
建
社
会
の
「
中
心
人
物
」

そ
の
も
の
を
表
わ
す
に
到
っ
た
と
云
う
こ
と
(
そ
の
際
も
と
彼
等
を
表
わ
せ
る
ノ
l

マ
ソ
日
ブ
レ
ソ
チ
の
込
き
と
司
が
却
っ
て
当
時
の
被
征
服
民

の
英
人
に
依
っ
て
円
三
宮
ど
同
一
事
物
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
イ
ソ
グ
リ
ツ
ュ
た
ら
し
め
ら
れ
た
と
云
う
こ
と
)
、
斯
か
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体

九

日

制

)

真
に
我
々
の
興
味
を
惹
く
と
こ
ろ
の
事
実
と
一
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
夫
れ
は
さ
て
措
き
、
元
来
ア
ン
グ
ロ
リ
サ
ク
ソ
ン
語

S
S
H
は、

(
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
ン
年
代
記
」
(
〉
D
m
H
O
E
∞印凶。ロ

(
U
F
B
E乙
る
そ
の
他
を
通
じ
て
見
る
限
り
、
そ
の
原
意
に
於
亡
は
、

(HH) 

次
い
で
ド
イ
ツ
語
関
口

2
Z
同
様
「
召
使
」
或
は
「
侍
者
」
を
意
味
し
て
い
る
。
而
し
て
、

支
ず
「
若
者
」
、

い
ま
、
第
十
l
十
一
世
紀
の
後
期
サ
ク
ソ
ン
リ
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
よ
り
伝
わ
れ
る
オ
ウ
ル
ド
H

イ
ン
グ
リ
シ
ュ
(
U
ア
ソ
グ
F

H

サ
ク
ソ
ン
語
)
の
数
多
く
の
文
書
に
依
っ
て
、
我
々
は
、
本
質



的
に
ク
ユ
フ
ト
が
な
ん
ら
か
の
有
力
者
の
家
ノ
子
郎
党
た
る
者
で
あ
り
、
平
時
は
、
常
に
そ
の
主
君
の
家
中
に
在
っ
て
そ
の
身
辺
近
く
侍

り

主
君
が
そ
の
領
内
の
巡
狩
に
出
ず
る
時
は
之
L
供
奉
し
て
主
君
を
警
固
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

(
官
同
窓
口
白
日
)
奉
仕
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
知
る
の
で
あ
る
。
而
も
、
当
時
「
征
服
」
以
前
の
第
十
l
十
一
世
紀
の
時
代
に
於
て
既
に
、
斯
か
る

そ
の
奉
仕
は
い
わ
ゆ
る
身
を
以
て
す
る

一
般
的
に
は
ぜ
円

S
E
W
或
は

示。ロ回出
r
o
E
B
S
E巾
へ
た
る
と
ご
ろ
の
ク
ニ
フ
ト
は
ま
た
よ
う
や
く
れ
明
。
E
Pへ

(
家
土
)
の
性
格
を
帯

び
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
と
が
、
注
目
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
斯
か
る
そ
の
義
務
が
そ
の
主
君
に
対
す
る
ぜ
巾
B
o
g
-

田町
H
4
F
n
九
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
ク
ニ
ブ
ト
は
、
平
時
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
戦
時
に
於
て
も
、
常
時
そ
の
主
君
に
身
を
以
て
奉
仕
す
る
者

と
し
て
、
恐
ら
く
は
、
そ
の
主
君
の
意
志
に
忠
順
に
、

主
君
の
側
近
に
在
っ
て

示。仏

MNEmEE.
と
し
て
戦
闘
に
従
事
し
た
で
あ
ろ
う
、

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ス
テ
ン
タ
ン
が
引
用
し
て
い
る
・
の
ち
の
エ
イ
ン
シ
ヤ
ム
開
ヨ
巳
戸
B
修
清
一
院
長
ア
ル
フ
リ
グ
人
向
ロ
ユ
ス
円
E

由
日
間

JHOMO)
の
九
九
六
/
七
年
の
間
の
著
作
に
係
る
『
聖
捷
伝
』

(
E
d
a
ミ
旨
な

H
F
E・
J
4
・
月

ω
r
m
R
-
Z
∞
H
i
s
s
-
2
J
開ロ関口
u
y

吋員片山山。ロ

E
F
g
-
m
説
"
∞
N
-

宏司

HH仏
)
)
中
、
型
ス
ウ
ィ
ス
プ
ン

ω
4
4
5
H
r
g
〔
第
九
世
紀
ウ
ィ
ソ
チ
ス
タ

4
5ロr
a
g門
司
教
]
に
関
す
る

(
元
来
ラ
テ
ン
の
夫
れ
の
古
代
英
語
訳
)
に
出
で
き
た
る
ク
ニ
フ
ト
念
堂
、
J
F
怠
。
)
は
、
ま
さ
し
く
馬
に
跨
っ
て
居
り
、
其
処
に
は
ま
た

(
紛
)

剣

(hHGNRS
を
侃
び
た
ク
ニ
フ
ト
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ

j

ば
か
り
で
は
な
い
。
此
の
時
代
第
十
世
紀
半
減
以
降
特
に
数
多
く
残
さ
れ
て

(
釘
)

い
る
遺
言
状
の
一
つ
1
1
1
父
主
に
先
立
ち
夫
折
せ
る
・
エ
セ
ル
レ
ド

h
F与
え
二
世
合
-
S∞
t
H
O
M
e
の
太
子

(
h
F巴
完
)
ア
セ
ル
ス

タ
ン

h
手
巾
]
出
窓
口
、
が
生
前
恐
ら
く
そ
の
病
床
に
於
て
、

一
O
一
四
l
一
五
年
の
聞
に
い
つ
か
(
つ
ま
り
一

O
一
四
年
を
宮
、
若
宮
主
白
喝
さ

と
し
一

O
一
五
年
を

H
2・苦な
S
む
お
な
室
内
事
と
す
る
関
係
1

1
以
下
斯
か
る
文
書
の
推
定
成
立
年
代
の
関
係
を
簡
単
に
一

C
一四
l
一
丘
の
ご
と
く
文

(
同
叩
)

望
日
名
の
あ
と
に
括
弧
し
℃
注
記
す
る
)
、
作
成
せ
る
遺
言
状
の
中
に
は
、
そ
こ
に
、

H
n
m
gロ
，
口
、
入
山
wv己
考
古
巾

B
古
O
ロ
・
わ
ロ
ル
r
s
v
m
m印
加

者

自

日
常
印

τ
z
s
mお
門
田
町
田

-r・
ハ
余
は
、
余
の
ク
ニ
ブ
ト
た
る
エ
セ
ル
ウ
ィ

l
ネ
に
、
彼
が
余
に
呉
れ
た
る
剣
を
譲
渡
す
。
)
な
る
一
節

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」

士;



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ソ
征
服
」

八

が
あ
り
、
斯
か
る
太
子
と
云
っ
た
貴
人
の
ク
ニ
フ
ト
た
る
者
が
も
と
も
と
剣
の
如
き
武
器
の
所
持
者
な
り
し
こ
と
を
明
白
に
物
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

而
し
て
、
い
ま
上
述
の
如
く
一
部
箪
事
的
機
能
合
帯
び
た
い
わ
ゆ
る

d
E
m
-
-
B
E
S弓
.
な
る

r
c
E岳
c
E
R
S
-ロ
2
(円
2
E巾
)
と

し
て
一
般
的
に
性
格
づ
け
ら
れ
る
所
の
、
斯
か
る
ク
ニ
ブ
ト
に
は
、
当
時
、
上
記
の
遺
言
状
の
作
成
者
ア
セ
ル
ス
タ
ン
の
如
く
一
克
来
主
室

の
一
員
に
し
て
成
年
者
と
し
て
別
に
分
家
せ
る
太
子
の
如
き
人
物
の
許
な
る
ク
ニ
フ
ト
の
ほ
か
、
種
々
な
る
グ
ニ
フ
ト
が
見
ら
れ
た
。
即

ま
ず
、
も
と
恐
ら
く
は
ケ
ン
ト
の
一
セ
イ
ン
と
云
う
以
外
委
細
不
明
の
一
ゴ
ド
ウ
ィ

l
ネ

め
O

牛
若
即
日
な
る
者
の
、
そ
の

求
婚
せ
る
娘
の
母
親
ビ
ル
フ
リ
ク
民
三
ZFn
と
の
聞
に
取
交
わ
せ
る
婚
約
書
(
一

O
一
六
一
一

O
)
中
に
、
保
護
人
と
し
て
現
わ
れ
る
ヌ
ミ
目

ち
、
其
処
に
は
、

〔
巴
也
君
内
山
口
口
ぬ

2
2
~
Z
の
郁
く
、
一
克
来
王
を
そ
の
主
君
と
せ
る
「
王
の
グ
ニ
フ
ト
」
も
あ
っ
た
り
ま
た
、

数
個
の
州
(
k
r

・ω-Mご
ろ
に
跨
っ
て
、
形
式
上
は
兎
も
角
王
権
に
下
属
し
な
が
ら
事
実
上
各
州
の
世
襲
的
統
治
者
た
る
地
位
を
占
め
た
、
王

州
太
守
1

1

此
の
時
代
普
通

に
次
ぐ
王
国
の
主
要
人
物
で
時
に
は
王
家
の
一
員
で
も
あ
う
た
と
こ
ろ
の

E
tミ
ミ

S
手
-
S
S
2
)
|
|
の
ア
セ
ル
メ

l
ル

h
F
-

(
切
)

乙
口
同
町
内
同
の
遺
言
状
(
九
七
一
I
l
九
八
二
/
三
)
中
に
、
彼
が
「
彼
等
の
間
に
分
割
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
」
五
ポ
ン
ド
を
遺
贈
ぜ
ん
と
せ
る
所

の
、
特
に
「
余
の
家
中
の
ク
ニ
フ
ト
た
ち
」
と
し
て
一
記
さ
れ
た
る
犬
れ
の
如
き
(
〉
ロ
仏
自
訂
正
B
E
B円山
S
F
E
B
〈
宮
口
弘

g
m混
合
乙
・
〉
、

後
世
の
ア

l
ル

(
E一
-
一
の
前
身
を
な
す
エ
ア
ル
ド
ル
マ
ン
な
る
地
方
的
豪
族
を
そ
の
主
君
と
な
す
所
の
ク
ニ
フ
ト
も
あ
っ
た
o

ま
た
、

も
と
エ
ア
ド
ム
ン
ド
開
注
目
日
丘
一
世
(
同
・
宮
c
i官
。
)
の
後
添
い
の
后
に
し
て
王
の
崩
御
後
恐
ら
く
州
太
守
守
主
人
ミ
ミ
悼
む
と
の
ア

セ
ル
ス
タ
ン

h
F乙
印
窓
口
と
再
婚
せ
る
ア
セ
ル
フ
レ
ド

h
Z
E
E
の
遺
言
状
(
九
七
五
|
九
九
一
)
中
に
、
彼
女
に
依
り
そ
の
一
死
後
そ

の
所
領
の
一
部
の
ド
ニ
ラ
ン
ド
ロ
o
ロ
ヱ
出
口
己
ハ
何
回
白

2
州
)
に
於
け
る
一
一
ハ
イ
ド

(
E舟
l
lー
一
ハ
イ
ド
は
普
通
一
二

O
且
イ
カ
標
準
)
の
土

地
を
譲
渡
さ
る
べ
き
者
と
し
て
現
わ
れ
る
・
ブ
リ
フ
ト
ウ
オ
ル
ド

国ユ
T
H
2
0日
門
]

と
呼
ば
れ
た
彼
女
の
グ
ニ
フ
ト
の
如
き

2

w
∞
月

g



H
W
H
F
Z
c
E刊
日
ロ
ロ
ミ

n
E宮
内

宮

百

三

品

E

E
岳
-
C
D
]
)
ロロ巳門戸内-戸口
p
c
H
2
5
E
E
(
-
m
m・
-
或
は
又
、
そ
の
内
在

(
F
R
E
E一

内
三
辛
口
門
巾
)
に
拠
り
前
記
エ
セ
ル
レ
ド
二
世
の
治
世
年
間
に
し
て
・
バ

l
ス
切
m
Z
7
3
0
ロ
5
5
2
州
)
の
修
道
院
長
と
し
て
ア
ル
フ
へ

l
レ

(
お
)

人
中
山
日
同
}
百
円
巾
の
就
仕
せ
る
時
以
後
成
立
と
考
え
ら
れ
る
、
ウ
ル
フ
ワ
ル
者
己

F司
出

E
の
遺
言
状
ハ
九
八
四
一

O
二
ハ
)
中
に
、
金
弐
拾
マ

(
弘
)

ン
ク
ス
(
宮
田
口
口
戸
田
I
l
i
-
-
金
壱
マ
ン
ク
ス
は
銀
参
拾
ベ
ン
ス
)
に
価
い
す
る
一
本
の
バ
ン
ド
を
共
同
に
遺
贈
さ
る
べ
き
者
と
し
て
現
わ
れ
る
、

ア
ル
ブ
メ

l
ル
凶
以
内
g
m
m
H
J

ア
ル
フ
ウ
ェ
ア
ル
ド
人
拘
ロ
毛
布
田

EU
ウ
ル
フ
リ
ク
ヨ
ー
己
片
付
u

ウ
ル
フ
ス
タ
ン
者
三
hmgロ
主
夫
々
呼
ば
れ

る
彼
女
の
四
人
の
ク
ニ
ブ
ト
た
ち
の
却
き
♀

E
F
n
m
2
5
5ロ
ロ
ミ

E
Z
H
B
E
g
-
h
E
8
3
吋
ゐ
}
問
看
巾

Hpw
斗
者
己
主

2
・

叶

g
-
z
-
r
S
5・
2
2
宮

E
2
0ロ
7
2口氏
mEBHHH白口
2
5
2
5
m
c
E
2・
)
、
之
を
要
す
る
に
貴
婦
人
を
そ
の
主
君
と
す
る
ク
ニ
フ
ト
も

あ
っ
た
。

の
み
な
ら
ず
、
其
処
に
猶
、
一

O
三
五
年
或
は
一

O
三
一
七
年
成
立
の
、
イ
ー
ス
ト
れ
ア
ン
グ
リ
ア
何
回
え
〉
ロ
E
E
(今
日
の

Z
2・

の
遺
言
状
中
に
、
四
拾
ボ
ン
ド
の
遺
産
が
支
払
わ
る
べ
き
者
と
し
℃
現
わ
れ

の
司
教
ア
ル
ブ
リ
ク

入品

u-
片
付

E
r
-
E
E
F
同
州
地
方
)

る
、
彼
の
「
ス
テ
ュ
ア
ド
た
ち
(
h
H
凡

g
b、
札
ね
る
が
知
れ
る
」
彼
の
ク
ニ
フ
ト
た
ち
の
如
く
合
印
巾
E
S山口

B
E巾
S
F片
山
田
宮

BEβ
在
宅
守

正
8
5
Zロ
・
同
河
口
-

}

U

ロ
E
2
)、
俗
人
な
ら
ざ
る
・
教
会
修
道
院
令
宗
教
団
体
の
首
長
を
そ
の
主
君
と
仰
ぐ
と
こ
る
の
ケ
ニ
ア
ト
も
存

し
た
こ
と
が
、
後
述
す
る
所
と
の
関
聯
に
於
て
留
意
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

而
L
て
い
ま
、
右
に
見
た
る
如
く
当
時
の
文
章
円
に
佐
々
そ
の
名
を
明
一
ぶ
せ
ら
れ
て
沿
わ
れ
る
、
斯
か
る
ク
ニ
ブ
ト
が
、
飽
く
ま
で
木
来

7
0
5巾
7
0
E
5
S
5
2
で
あ
り
な
が
ら
、

ま
た
必
ず
し
も
卑
賎
な
ら
ざ
る
、
宛
か
も
大
陸
(
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
)
に
於
け
る
此
の
時
代
の

(
日
山
)

の
地
位
に
も
比
せ
ら
一
る
べ
き
、
相
対
的
に
特
権
的
な
身
分
を
構
成
す
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
は
、
真
に
朗
(

ミ
宮
ご
た
ミ
ミ

2

味
深
い
所
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
に
引
用
せ
る
・
ア
セ
ル
フ
レ
ド
の
遺
言
状
に
於
て
は
、
前
引
箇
所
に
つ
守
つ
い
て
、
彼
女
が
そ
の
死
後
夫

夫
彼
女
の
聖
職
者
(
「
私
の
聖
職
者
し
き
言
、
、

3
乙
た
る
ア
ル
フ
ウ
ォ
ル
ド

h
F
S
E
な
ら
び
に
ア
セ
ル
メ

1
ル
人
向
子
己

E
m
H
一
向
人

英
国
封
建
制
の
一
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
L

一九



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」

に
も
、
(
彼
女
の
血
族
ア
ル
フ
イ
エ
ア
ト
拘
民
唱
え
に
対
す
る
と
同
様
に
)
同
ヒ
ド
ニ
ラ
ン
ド
に
於
け
る
同
量
一
一
ハ
イ
ド
の
土
地
を
譲
渡

。

す
る
旨
(
吋
民
間
口
〉
戸
内
4
5
Eロ
5
5己
HH戸同
〕

5
2
8
H
g
m
m
m
g
E
L出
O
ロ
ロ
ロ
ロ
口
一
口
弘
田
区
巾
え
Z
B
E口
市
(
可
m-
吋
5
m
gロ
¥
何
》
注
目
町
内

E

3
5
2
Z
3
N
H
)
H
m
g
Z
7々
m
m
g
E門

白
血

1
0
ロ
ロ
5
5
5弘
山
口
仏
印
丘
町
内
〔
吋
〕
ヨ
ヨ
ロ
巾
に
お
m-叫

ん

の

m
m出
口
人
尚
昆
m
m
2
8
2
5
5芯

gmmM4
・
持
者
マ

ぬ

E

E
針
。
ロ
ロ
ロ
ロ
E
ロ
m
-
2舟
え
日
目
口
口
町
内

L
m
m・
-
誌
き
れ
℃
居
り
、
是
に
由
っ

J

」
観
れ
ば
、
彼
女
の
ク
ニ
ブ
ト
の
前
-
司
フ
リ
フ

ま
さ
に
主
君
の
聖
職
者
並
み
の
扱
い
な
受
け
る

ト
ウ
オ
ル
ド
は
、
そ
の
主
君
に
依
り
少
く
と
も
そ
の
土
地
財
産
の
遺
贈
の
上
に
於
て
は
、

者
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
様
の
記
述
ぽ
、

れ
る
。
即
ち
、
検
女
は
其
処
で
、

い
ま
会
の
内
置
に
拠
っ
て
ロ
ン
ド
ン
の
可
教
ア
ル
フ
ウ
ェ
ア
ル
ド
〉
民
話
g
H
L
の
司

(
「

H
J

レ
オ
フ
イ

l
フ
戸
市
ohm-E
な
る
貴
婦
人
の
遺
言
状
(
一

O
三
五

i
四
四
百
円
中
に
も
見
出
さ

ハ
ウ
ヌ
h

ウ
ル
ド

4
μ

リ
フ

そ
の

?
l
フ
ア
ド
戸
S
え
c
E
(
エ
シ
ク
ス
州
)
に
於
け
る
所
領
を
、
彼
女
の
家
中
牧
師
(
と
見
守
?

教
職
在
任
期
間
中
に
成
っ
た
と
推
定
さ
れ
乙
、

三
円
)
の
ア
セ
ル
リ
ク
久
山
口
宮
戸
口
口
な
る
者
と
、
ア
ル
フ
リ
ク
入
品
川

F
R
な
る
者
と
、
一
彼
女
に
将
来
最
も
良
く
仕
へ
る
な
ら
ん
」
彼
女
の
ク

ニ
フ
ト
た
ち
と
に
、
共
同
に
遺
贈
す
べ
き
旨
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
此
処
で
も
亦
我
与
は
、
此
の
畏
婦
人
の
ク
ニ
ブ
ト
と
し
て
そ
の

身
を
以
宅
ず
る
家
事
上
の
奉
仕
の
働
き
の
特
に
ず
顕
著
な
る
者
が
、
将
来
彼
女
の
遺
産
の
分
担
に
当
り
、
恐
ら
く
さ
き
の
ア
セ
ル
フ
レ
ド
の

遺
言
状
に
於
げ
る
「
被
女
の
聖
職
者

(
y
g
h
H
)
」
と
木
質
的
に
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
る
・
本
遺
言
状
に
於
け
る

F
守
弘
、

2
2
H
1
此
の

貴
婦
人
の
邸
宅
附
属
の
礼
拝
堂
附
チ
ャ
プ
リ
ン
と
同
格
な
る
扱
い
を
受
く
ぺ
き
乙
と
が
、
約
束
さ
れ
て
い
ろ
の
を
知
る
の
℃
あ
る
。
然
し

乍
ら
、
当
時
一
般
に
ク
ニ
フ
ト
が
そ
の
主
君
た
る
有
力
者
の
家
産
制
的

Q
R
H
5
8
5
3た
支
配
に
於
げ
る
管
理
職
的
勤
務
(
マ
ッ
ク
ス
川

(
日
目
)

ヴ
ェ

i
パ
i
)
の
遂
行
者
と
し
て
比
較
的
高
い
地
位
を
占
め
る
階
層
を
表
わ
し
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
も
の
は
、

以
上
の
諸
記
述
よ
り

も
、
次
の
記
述
1
i
l
一
O
一
一
一
年
成
立
と
推
定
さ
れ
る
・
ツ
ャ

i
パ
ソ

ω
}
E
r
o
E
m
(
ロ
0
5
2
州
)
の
修
道
院
が
そ
の
所
領
の
一
部
(
出
c'

日

8
B
r
)
を
か
の
エ
セ
ル
レ
ド
二
世
の
太
子
(
恒
号
。
ロ
ロ
悦
)
エ
ド
ム
ン
ド
(
有
名
な

E
B
S
L
r
s
E。
)
に
共
の
庄
」
-
涯
に
一
目
一
っ
て
貸
付
け
乙



(
砂
)

旨
約
定
せ
る
所
の
文
書
の
末
尾
の
詮
人
名
簿
で
あ
る
。
即
ち
、
其
処
に
は
、
大
司
教
・
司
教
・
ア
ー
ル
ま
た
修
道
院
長
ら
と
並
ん
で
、

ニI:..

ド
ム
ン
ド
自
身
の
家
産
制
的
官
職
の
担
い
手
た
ち
が
誼
人
と

L
て
連
著
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
夫
れ
は
『
太
子
の
ぷ

NM432
た
る
レ

オ
フ
ウ
ィ

l
ネ
「

2
2
-戸内
w

彼
の
ク
ニ
フ
ト
た
ち
な
る
ア
ル
フ
イ
エ
ア
ト

h
r
E
な
ら
び
に
ア
ル
フ
ウ
ェ
ア
ル
ド

hロ
Z
E
E
-

そ
の
他
す
べ
て
の
彼
の
家
中
の
者
。
』

(
寸

H
k
o

雪
山
口
叩

mV巾】山口問品目午
F
R
Y
E
-
吋

h
に
m町
内
吋
拘
再
考
巾
邑

7

2

2
苦
向
田
・
吋
白
色
-
巾

す

ぬ

g
V
5
E円
E
B
B
-
)
と
あ
っ
て
、

ア
ル
フ
イ
エ
ア
ト
と
ア
ル
フ
ウ
ェ
ア
ル
ド
な
る
二
人
の
ク
ニ
フ
ト
は
、
い
ま
ぷ
叫
N
R
Tへ
と

呼
ば
れ
る
所
の
一
種
の

5
5
2
r
E
-
(「
忠
h
n
q
h
「
一
人
民
、
ミ
ミ
)
1
1
1
か
の
え

2
5
E
と
同
様
の
職
能
の
(
但
し
身
分
的
に
は
一
疋
来
ス

テ
ユ
ア
ド
よ
り
い
く
ら
か
高
か
っ
た
ど
考
え
ら
れ
る
〉
概
し
て
高
級
の
家
産
制
的
官
吏

l
lた
る
レ
オ
フ
ウ
ィ

l
ネ
と
並
ん
で
、

太
子
の
家
中
の
者
の
う
ち
僅
か
に
そ
の
名
守
一
記
録
に
留
め
る
と
こ
ろ
の
メ
ム
パ
ー
を
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
も
、
ク
エ
フ
ト
は
斯
か

一
般
に

る
デ
ィ
ス
ク
セ

l
ン
1

1

セ
ニ
シ
ヤ
ル
め
同
意
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
さ
与
え
あ
っ
た
こ
と
が
、

支
た
飽
く
ま
で
留
意
せ
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い

υ

例
え
ば
、
既
引
の
太
子
ア
セ
ル
ス
タ
ン
の
遺
言
状
に
は
、
其
処
に
『
而
し
て
余
は
、
余
の
父
エ
セ
ル
レ
ド
王
に
、

か
の
チ
ョ

l

ル
タ
ン

(
u
r
L
Zロ
(
民
間
5
3
E
Z
州
)
に
在
る
土
地
を
、
余
が
既
に
余
の
ク
ニ
フ
ト
た
る
ア
ル
プ
メ

i
ル

h
ロ
E
m
H
に
譲
渡
し
た
る
所
の

八
ハ
イ
ド
を
除
き
、
譲
渡
す
。
』
合
同
口
唱

E
g
B
E
Oロ
宮
丘
町

H
h
y
F・mm
骨
円
吉
明
・

v
g
r
E巾
田
町
内
円
。

2
F
5
5
E
Sロ
す
き

円
r
g
E門同国ロ

7
7
h
E
8
8
B
E
g
s
-ヶ
z
m
gロロ
2
5ロ
ケ
主
任
問
・
)

と
云
う
一
節
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
本
追
言
状
の
他
の
筒

所
に
は
、
其
処
に
ま
た
『
余
は
、
余
の
デ
ィ
ス
ク
セ

l
ン
な
る
ア
ル
フ
メ

i
ル
人
中
山
口

5
8叫
に
キ
ヤ
サ
リ
ン
タ
ン
わ
民
r
m
E
M
mざ
ロ
(
ハ

γ

プ
シ
ヤ
州
)
に
在
る
そ
の
八
ハ
イ
ド
〔
の
土
地
〕
を
譲
渡
す
。
而
し
て
斑
の
種
馬
一
頭
を
も
。
又
〔
柄
或
は
輸
刊
に
装
飾
の
?
〕
切
込
み
の

有
る
剣
一
張
を
も
。
更
に
は
余
の
円
楯

(
E
4
3
)
一
一
聞
を
も
。
』

(
7
m
g
E
h宮川市
3
5古
S
島
田
口
宮

5
・
す

5
5
S
E岳・
月
~十

()出丹市江口関白
Z
ロ
巾
・
吋
出
口
2
r
m白
ロ
田
芳
門
日
出
口
・
叫

V
m
m
田
由
円
巾
由
同
江
戸
口
加
者
ロ
門
仏
巾
印
・

吋
ヨ
吉
町
田

g
H
m
s・
)
と
あ
る
。
此
の
場
合
、
後
者
の
記

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ソ
征
服
」

述
に
於
け
る
キ
ヤ
十
リ
ン
タ
ン
は
前
者
の
記
述
に
現
わ
れ
る
チ
ョ
ー
ル
タ
ン
か
ら
僅
々
約
二
哩
し
か
隔
っ
て
居
ら
ず
、

チ
ョ

l
ル
タ
ン
を

中
心
に
そ
の
あ
た
り
一
帯
の
土
地
が
大
き
く
譲
渡
め
対
象
と
な
る
場
合
キ
ャ
サ
リ
ン
タ
ン
は
当
然
そ
の
中
に
没
す
る
も
の
と
見
る
の
が
常

で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
で
此
の
同
記
述
は
結
局
の
と
こ
ろ
恐
ら
く
同
一
の
譲
、
桜
に
関
し
て
居
り
、

ク
ニ
フ
ト
の
ア
ル
フ
メ

l
ル
ル
ユ
ア
ィ

ス
ク
セ

l
ン
の
ア
ル
フ
メ

i
ル
と
は
も
と
も
左
恐
ら
く
同
一
人
物
な
ら
ん
と
思
わ
れ
、
従
っ
て
或
る
特
定
の
人
間
が
或
る
時
は
グ
ニ
フ
ト

と
し
て
又
或
る
時
は
デ
ィ
ス
ク
セ

l
ン
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
場
合
も
往
々
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
大
い
な
る
蓋
然
性
を
以
て
推
測

(
引
)

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
ら
一
一
は
、
右
に
見
た
る
如
き
ク
ニ
フ
ト
法
、
そ
の
主
君
に
依
り
い
ま
物
質
的
に
如
何
に
扶
養
せ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
そ
の
主
君
の
「
食
卓
に
於
け
る
給
養
」
に
依
っ
て
、
次
に
は
主
君
の
格
庫
に
於
け
る
財
物
並
び
に
金
銭
の

(
位
)

貯
え
の
一
部
を
(
概
し
て
現
物
形
態
に
て
)
主
君
の
自
由
裁
量
に
基
き
給
与
せ
ら
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
扶
養
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

彼
等
は
、
本
来
的
に
は
、

然
し
乍
ら
、
当
時
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
に
近
き
第
十

i
十
一
世
紀
の
後
期
サ
ク
ソ
ン
H

イ
γ
グ
ラ
ン
ド
に
於
て
は
、
其
処
に
、
既
に
、
主

君
よ
り
ヴ
ェ

i
パ

I
の
い
わ
ゆ
る

2
2ロ
伊
と
し
て
土
地
を
授
与
せ
ら
れ
・
事
実
上
土
地
を
保
有
せ
る
所
の
ク
ニ
フ
ト
も
亦
、
存
し
た
る

事
実
を
我
々
は
飽
く
ま
で
看
過
す
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
2
0

に
、
斯
か
る
ク
ニ
フ
ト
に
於
け
る
事
実
上
の
土
地
保
有
の
典
型
的
事
例
は
、
教
会
修
道
院
等
宗
教
団
体
の
グ
ニ
ブ
ト
-
」
於
て
、
彼
等

の
一
部
が
そ
の
主
君
に
依
り
土
地
の

-
2
8
を

m
g
E
せ
ら
れ
る
と
云
う
形
で
、
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
る
。

一
一
年
の
其
の
死
に
至
る
迄
此
の
両
管
区
を
保
有
せ
る
、

そ
の
ま
ず
第
一
例
。

i
l九
六
一
年
に
ウ
ス
タ
者
2
2
2
2
の
司
教
と
な
り
・
九
七
二
年
ヨ

l
ク
ペ
c
停
の
大
司
教
に
就
任
・
九
九

か
の
エ
ド
ガ

i
ル
王
時
代
の
修
道
院
改
革
運
動
の
推
進
者
た
り
・
有
名
な
ラ
ム
ジ

イ
閉
山
由
自
認
可
修
道
院
の
設
立
者
の
一
人
た
る
、
オ
ス
ワ
ル
ド

0
2出
E
は
、
そ
の
一
未
だ
ヨ

l
ク
大
司
教
就
任
以
前
の
九
六
九
年
に
、
「
オ



ス
ル
フ
。
印
巳
同
と
名
付
け
ら
る
る
所
の
或
る
一
人
の
ク
ニ
フ
ト
に
対
し
て
」
守
口
自
ロ
自
門
巳
宮
町

]Ens-由
。

E
広
口
問
自
白
)
、
夫
々
ウ
ス

タ
州
(
君
。
H
R
2
2島
町
巾
)
に
在
る
「
そ
れ
ら
に
精
通
せ
る
人
々
に
依
り
テ
デ
イ
ン
タ
ン
づ
巾

E
E
m
s
p

呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
二
箇
の
村
(
怠
ロ
|
|
事
実
上
此
の
司
教
の
荘
園
)
に
於
け
る
ロ
ハ
イ
ド
〔
の
土
地
〕
を
」

オ
ー
ル
ス
タ
ン

krrzロ
巾
と

(
:
E岳

oロ
件
当
E
B
Eロロ
B

吉
岡
E
B
E苫
B
B
E
E
B
吋

g
豆
諸
2
0ロ
吋

h
-
E唱
え
ロ
ロ
回
E

m巾
E
8
5巾
)
〔
l
l
l
ハ
イ
ド
数
は
関
字
〕
、
「
神
の
愛
の
た
め
に
文

余
等
の
間
柄
の
た
め
に
」
(
同
O
H

の
a
g
r
pロ
吋
同
O
H

ロ
5
2
a
F巾
)
、
「
そ
れ
ら
に
附
属
せ
る
す
べ
て
の
物
件
と
と
も
に
彼
(
オ
ス
ル
プ
)

(
白
山
田

の
生
涯
に
亘
っ
て
自
由
に
譲
渡
」
し
た

(
B広

g
ロ
ロ
日
玄
ロ
m
z
g
g吟
g
ロ
す

vmmえ
o
g
z
B冒
a
F
U
仏
m
m
同O
円
m
g同-
V
そ
の
場
合
、

そ
の
土
地
は
、
「
そ
が
彼
(
オ
ス
ル
フ
)
に
譲
渡
せ
ら
る
る
か
、
ぎ
り
」

(m-え

E
S
V
m
z
m山巾岡市》巾

z
g、
「
彼
ハ
オ
ス
ル
プ
)
の
死
後
は

そ
の
二
人
の
相
続
人
即
ち
彼
の
子
供
た
ち
の
う
ち
の
最
も
長
命
な
る
者
に
」
(
お
た
2

E田
門
同
町
内
哲
言
、
白
B

。円同，巾、
4

『巾阻止ロ
B

vmEσ
巾

O

}阿佐

σ
2
5
印J
1
7
-
g唱
え
目
。
芯
)
、
〔
譲
渡
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
た
〕
。
市
し
て
夫
れ
は

「
そ
の
子
供
た
ち
の
死
後
は
、
彼
の
妻

エ
ア
ド
リ
l
フ
何
色
町
内
ロ
が
彼
女
の
生
涯
の
あ
ひ
だ
相
続
」
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ

(
8
P
2
苫
E
Z
2
5
仏
mmmm
同
O
E己
g

『

z
g

r-回
関
与
匙
円
山
町

E
H町
内
出
お
m)
、
「
彼
女
の
死
後
は
彼
女
は
そ
を
彼
女
の
兄
弟
た
ち
二
人
の
う
ち
彼
女
の
好
む
所
の
者
に
遺
贈
」
す
べ
き
こ
と

が
定
め
ら
れ

(
8同丹市同}岡山同町内凶
mm官
宮
ロ
ヨ
尋
問

E
B
F
o
v
E
B
同調印
B

g
，F
E
E
-
m
o
F師
同
)
、
一
彼
等
の
死
後
は
そ
は
神
聖
な
る
場
所

(
H
教
会
)
に
復
帰
」
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
(
印
可

g
P
2
E
g
g
仏
州
市
唱
え
H
E
g
v
m叩
同
町
}
邑
宮
口
忠
0
4
司巾・)。

而
し
て
、

一「

そ

は
、
プ
ユ
ル
ド

-
な
ミ
〔
に
従
軍
す
る
〕
義
務
(
》
ミ
」
£
ミ
)
、
城
壁
〔
築
造
修
復
〕
工
事
〔
に
参
加
す
る
義
務
〕

(
さ
と
崎
両
足
、
向
。
可
円
)
、

橋
梁
〔
架
設
修
理
〕
工
事
〔
に
参
加
す
る
義
務
〕
(
守
、

h
S
2
2。
「
与
を
除
き
て
、
す
べ
て
の
も
の
(
負
担
)
を
免
除
」
せ
ら
る
べ
き
こ

と
が
約
定
せ
ら
れ
た

(ω
可

F
X
8
F
g
]
E
E
m
g

片
岡

g
r
z
gロ
砂
丘
町
白
同
町
吋
毛
色
宮
司
巾
O

R

吋
町
百
円
程
者
巾
O
同円)。

第
二
例
o
l
-
-
右
の
オ
ス
ワ
ル
ド
は
、
〔
エ
ド
ワ
ー
ド
殉
教
王
開
仏
羽
田
丘
神
宮
宮
貨
同
首
公
・
ミ
問
、

.fse
時
代
〕

そ
の
ヨ

l
ク
大
司
教

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」

四

就
任
後
の
九
七
七
年
に
、
「
エ
セ
ル
ウ
オ
ル
ド

h

F
巾
Z
。
E
と
名
付
け
ら
る
る
所
の
或
る
一
人
の
ク
ユ
フ
ト
に
対
し
て
」
(
凹
己
円
E
g
g
-
r
g

v
n
g
u
ロ
c
g同
入
品
出
]
記
者
CE)
、
ウ
ス
タ
州
に
在
る
「
そ
れ
に
精
通
せ
る
人
々
に
依
り
ウ
ル
ヴ
ア
タ
ン
君
。
}
2
3。
ロ
と
呼
ば
る
る
所
の

一
一
ハ
イ
ド
の
土
地
を
、
そ
の
う
ち
当
の
大
可
教
が
彼
自
身
の
た
め
に
〔
彼
の
食
料
を
な
す
〕
小
麦
の
〔
栽
培
〕
地
と
し
て
ケ
ム
シ
イ
関
守

5
3
4
な
る
慣
の
村

(
t
h
E
3
H
e
l
l
-彼
れ
大
司
教
の
事
実
上
の
荘
園
)
に
所
属
せ
し
め
た
る
六

O
L
イ
カ
〔
の
土
地
〕
を
除
き
」
(
・
口
・

E
E

ゲ戸件。ロ・円リハ・

匂
四
日
山
口
中
市
「
8
P
8
2
2
Z
R
g℃
m
g
C
5
2岡
山
口
件
。
。
〕
E
H巾
低
唱
さ

r
u
z
g巾
E
B
S
F
d『
8
8
Fロ
P

V
巾
昨
日
出

g
v
c
B
2
5
5
老
長
岡
山
口
∞
2
5
u
m
m
Z窓口)、

「
そ
れ
に
附
属
せ
る
す
べ
て
の
物
件
と
と
も
に
彼
(
エ
セ
ル
ウ
オ
ル
ド
)
の
生
世
に

(
品
串

一
日
‘
り
自
由
に
譲
渡
」
し
た

(
B
E
同
ロ
ロ
ヨ
玄
ロ
m戸旨

]vmV由同神
O
F
-
-
B℃白出

p
gロ
g

E
叩
仏
印
有
問
。
同
唱
え
)
。
そ
の
場
合
、
そ
の
土
地
は

「
伎
(
エ
セ
ル
ウ
オ
ル
ド
)
の
死
後
は
、
二
人
の
相
続
人
に
」
(
お
同
丹
市
円

ra
門
官
官

7
5
2
3同君
2
邑
EH)
〔
譲
渡
せ
ら
る
べ
き
も
の
と

せ
ら
れ
た
〕
。

市
し
て
夫
れ
は

「
彼
等
の
円
永
遠
の
〕
旅
立
ち
の
後
は
、
そ
の
司
教
の
用
に
供
せ
ら
る
べ
く
ウ
ス
タ
な
る
そ
の
神
聖
な
る
場

所
(
1
教
会
)
に
」

(
8
P
2
Y
2
5
甘
み
包
す

S
V
8
5
E
f印
ロ
印
5
4司巾

Z
S
者
-
o
m
o
g
R
2
2
5
V
8
5
Z印n
g胃
さ

σ弓円巾〉

〔
復
帰
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
〕
。
而
し
て
、
「
そ
は
、

フ
ユ
ル
ド
〔
に
従
軍
す
る
〕
義
務
、
城
壁
〔
築
造
修
復
〕
工
事
〔
に
参
加
す

る
義
務
〕
、
橋
梁
〔
架
設
修
理
〕
工
事
〔
に
参
加
す
る
義
務
〕
、
教
会
〔
の
た
め
〕
の
運
搬
〔
賦
役
〕
(
ミ

2
8
N白
人
と
を
除
き
て
、
す
べ
て
の

も
の
(
負
担
)
を
免
除
」

せ
ら
る
べ
き
こ
と
が
約
定
せ
ら
れ
た

(
明

F
r
H同
m
o
r
g
玄
ロ
唱
団
門
司
s
r
ゲ
ロ
吉
岡
市
正
問
E
B
吋
羽
田
}
ぬ
町
名

OH門叶

σqmhmm4『巾。門口叶ロ可同門知白戸山内山巾・)。

第
三
例
。

1

1

同
じ
オ
ス
ワ
ル
ド
は
、
恐
ら
く
九
七
七
年
に
、
「
ウ
ル
フ
イ
エ
ア
ト
当

c-pg同
と
名
付
け
ら
る
る
所
の
或
る
一
人
の

ク
ニ
フ
ト
に
対
し
て
」

(
E自
己
旨
口
三
宮
司
冨
3
2
3
1己同
mgH
口。
B
与、

ウ
ス
タ
州
に
在
る
「
ヒ
ム
ブ
ル
タ
ン

同一

HHHZ20ロ
に
於
け

る
一
ハ
イ
ド
〔
の
土
地
〕
を
」
守
口

E
門
同
月
門
田
コ

5
-
z
p巾
〉
、
「
そ
れ
に
附
属
せ
る
す
べ
て
の
物
件
と
と
も
に
彼
(
ウ
ル
フ
イ
エ
ア
ト
)
の



生
涯
に
一
旦
り
自
由
に
譲
渡
」
し
た

(
Z
E
-
-
E
E昔
日
苦
言

g
F
E
E
p
g
-
5
F
吉

宮

古

習

時
)

O

そ
の
場
合
、

そ

の
土
地
は
「
彼
(
ウ
ル
フ
イ
エ
ア
ト
)
の
死
後
は
、
二
人
の
相
続
人
に
」

(
S
E
2
r
u
仏州市宮

Z
1
8
5
3問看
2
丘
己
目
)

〔
譲
渡
せ
ら
る

べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
た
〕
。
而
し
て
夫
れ
は
一
ー
彼
等
の
〔
永
遠
の
〕
旅
立
ち
の
後
は
、
そ
の
司
教
の
用
に
供
せ
ら
る
べ
く
ウ
ス
タ
な
る
そ
の

ゲ

3
5巾

)

神
聖
な
る
場
所

(
H
教
会
)
に
し
(
白
σ片
2

E
白
血
甘
み
巴
}
混
同
O
Vお
お
宮
}
関
白
ロ
凹
言
者
巾

E
Z
耳目。
m
2
E
2問団片岡町

V
8
5
σ
5
8苦
言

〔
復
帰
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
〕
。
「
更
に
、
そ
の
土
地
は
、
教
会
税
(
司
町
内
向
2
2
hと
g
h
2
5
5
)
を
除
き
、
す
べ
て
の
負

担
を
免
除
」
せ
ら
る
べ
き
こ
と
が
約
定
せ
ら
れ
た

(ω
ぽ

g
g
g
g
ロ
p
u
s
-
F
Z
5
0
5巳
尽
弘
巳
巴
宮
内
-
2
2
2
E
Rロ氏・)。

第
四
例
。

l
l
一
O
コ
三
一
年
以
降
一

O
コ
一
八
年
の
其
の
死
に
至
る
ま
で
ウ
ス
タ
の
司
教
の
地
位
に
在
っ
た
、

ブ
リ
フ
ト
ヘ
ア
フ
切
口
『

岳
町
与
は
、
恐
ら
く
司
教
就
任
直
後
、
「
余
の

(
i
|ブ
リ
フ
ト
へ
ア
フ
の
)
ク
ニ
フ
ト
た
る
ウ
ル
フ
メ

l
ル
司
己
吉
田
司
に
」
(
宅
己
'

B
8
5
B
E
E
H
H
S
F
g
)、
「
〔
グ
ロ
ス
タ
州
(
の
円
。
己
円
2
g
a
r
-
Z
)
の〕

コ
ウ
ル
ド
川
ア
ス
タ
ン

(UOEKF20口
(
?
)
に
於
け
る
二
ハ
イ

ド
の
土
地
を
」
(
件
当
m
m
B
E
E
-戸口仏
2
古
何
回
目
江
口
門
戸
内
)
、

「
彼
(
ウ
ル
フ
メ

l
ル
)
の
優
れ
た
る
功
績
に
対
し
て
」

(問。同

r-∞ぬ。(】同町凶

mg-門ロロロぬ巾)、

「
彼
(
ウ
ル
フ
メ

l
ル
)
が
そ
れ
ら
を
〔
ブ
リ
フ
ト
ヘ
ア
フ
の
前
任
者
た
る
〕
司
教
レ
オ
フ
シ
イ
エ

ピ
o
E
m
o
〔
在
職
一

O

一
六
一
二
三
〕
の
許
に
保
有
せ
る
と
お
な
じ
く
十
分
に
、
お
な
じ
く
完
全
に
」
〔
保
有
す
ベ
く
〕

(
肝
)

r
m
E巾
C
H
丘
町
門
戸

g
E
mぢ
・
廿
・
)
譲
渡
し
た
。
そ
の
際
、
司
教
は
、
次
の
如
く
に
宣
言
し
た
。
『
彼
(
ウ
ル
フ
メ

l
ル
)
に
し
て
そ
れ
ら
を

(
由

4
2
P
H
吋
加
者
出
向
。
門
部
凹
J
5
7巾
E同

没
収
せ
ら
れ
ざ
る
限
り

(
E
H
m
E
r
r
-
H
Eコ
ミ
月
巾
)
、

ウ
ス
タ
な
る
そ
の
神
聖
な
る
場
所
(
リ
教
会
)
に
対
す
る
正
当
な
る
服
従
を
代

償
と
し
て

(
E
ユ7
Z
5
官
可
E
Bミ
出
回
?
古
さ

d
g
B
F
H
]宮
口
出
言
者
巾
言
者
一
向
巾
『
ロ
山
内
2
2
3
)、
余
の
許
に
彼
(
ウ
ル
ブ
メ

l
ル
)
〔
並

び
に
彼
の
相
続
人
た
ち
〕
は
向
後
三
代
の
閉
そ
れ
ら
を
保
有
し
、

且
つ
活
用
す
べ
し
(
己
主
2

5
巾
弓
片
山
吉
ロ
}
阿
国
∞
立
)
巾
宮
叶
当
己

F
R巾

官
2
5
5山
口
口
問
仏
mm)
。
』
と
。

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
し

五



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」

一一ムハ

以
上
、
当
時
、

ク
ニ
フ
ト
を
対
象
と
し
て
教
会
貴
族
に
依
っ
て
行
わ
れ
た
リ

i
ス
の
授
与
に
関
す
る
五
干
の
文
書
の
内
容
宏
可
能
な
る

限
り
忠
実
に
摘
録
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
注
目
せ
ら
れ
る
の
は
、
次
の
諸
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
第
一
に
、
三
一
代

時
と
し
て
二
代
に
亘
っ
て
貸
与
せ
ら
れ
・
そ
の
期
間
を
過
ぎ
れ
ば
そ
の
本
来
の
リ

i
ス
の
授
与
者
に
復
帰
公
空
白
血
巾
)
せ
し
め
ら
れ
る
と

こ
ろ
の
、
焼
か
る
ク
ニ
フ
ト
の
保
有
地
が
、
夫
れ
日
体
と
し
て
は
世
襲
的

3
2巾告
g
q
)
な
る
相
続
財
産

CHHYRFgR巾
)
に
非
ざ
る
も

の
と
し
て
、
形
式
上
厳
密
な
る
志
義
に
於
け
る

V
¥き
に
さ
お
八

で
は
な
い
と
云
う
こ
と
、
第
二
に
、
特
に
い
ま
第
四
例
よ
り
明
か
な
る

一
応
、
一
優
れ
た
る
功
績
」
と
一
ぶ
っ
た
被
授
与
者
の
過
去
の
奉
仕
に
対
す
る
報
償
(
門
会
々
と
牛
)

と
し
て
授
与
せ
ら
れ
て
い
る
と
云
う
こ
と
、
第
三
に
、
た
と
え
将
来
に
於
け
る
被
授
与
者
の
奉
仕
に
関
し
て
文
書
に
記
載
せ
ら
れ
る
所
が

あ
っ
て
も
、
斯
か
る
ク
ニ
フ
ト
の
従
窟
的
土
地
保
有
の
場
合
、
そ
の
土
地
保
有
条
件
た
る
や
概
し
て
明
確
性
を
欠
き
、
就
中
軍
事
的
奉
仕

ご
と
く
、
新
か
る
ク
ニ
フ
ト
の
保
有
地
が
、

の
義
務
に
関
し
て
い
ま
そ
の
量
が
明
確
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
云
う
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、

ア
ン
グ
ロ
け
サ
ク
ソ
ン
時
代
末
期
第
十
l
十
一
世
紀
の
時
代
に
於
け
る
、
右
に
見
た
る
如
き
宗
教
団
体
の
一
部
グ
ニ
フ
ト

に
対
す
る
土
地
の

-g田
町
の
授
与
を
以
て
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
封
建
的
土
地
所
有
の
形
成
に
係
わ
り
な
き
も
の
と
断
ず
る
こ
と
は
、

H

十
宝

-
1
工
、

o

r
一日さ
v
Z
T
L

い
っ
た
い
、
当
時
、
後
期
サ
ク
ソ
ン
日
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
て
は
、
教
会
ま
た
修
道
院
は
、
単
に
神
或
は
聖
者
に
寄
進
せ

ら
れ
と
る
も
の
の
言
わ
ば
「
管
財
人
」
に
過
ぎ
、
ぎ
る
そ
の
本
来
の
立
場
上
り

L
て
、
そ
の
土
地
財
産
〔
そ
の
ブ
ッ
ク
ラ
シ
ド
(
〉
∞

-
E
?

(ω) 

h
b
E
N
)
〕
を
少
く
と
も
形
式
上
は
永
代
的
に
(
冒
宮
弓
2
2
q
)
譲
渡
す
ろ
こ
と
を
な
し
能
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
斯
か
る
教
会
・
修

道
院
に
依
っ
て
採
用
せ
ら
れ
た
る
法
形
式
こ
そ
、

い
ま
右
に
見
た
る
が
如
き
教
会
・
修
道
院
の
一
部
ク
ニ
フ
ト
に
対
す
る
土
地
の
リ
l
ス

の
授
与
な
る
形
式
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
斯
く
の
如
き
教
会
・
修
道
院
に
依
る
土
地
の

-CEl--
ア
ン
グ
ロ
日
サ
ク
ソ
ン

コ

グ

ネ

イ

ト

語
に
い
わ
ゆ
る
ふ
誌
は
、
凡
そ
ト
芸
品

5
4
2
m
2
R
な
る
近
代
の
造
需
の
主
体
を
な
す
ド
イ
ツ
語
円
乙
話
ロ
と
い
ま
そ
の
同
語
源
で
あ



る
事
よ
り
も
察
知
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

た
と
え
夫
れ
自
体
は
世
襲
的
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
事
実
上
既
に
'
町
立
与
さ

と
そ
の
実

態
に
於
て
異
ら
ざ
る
も
の
を
表
わ
し
だ
の
で
あ
る
。
即
ち
、
当
時
の
教
会
・
修
道
院
の
リ

1
ス
の
授
与
に
関
す
る
文
書
五
は
、
主
ハ
処
に
常

に
、
さ
き
に
我
々
が
見
た
る
如
く
、

一
定
の
期
間
を
経
れ
ぽ
貸
付
け
ら
れ
た
る
土
地
、
か
再
び
そ
の
木
来
の
リ
ー
ス
の
授
与
者
の
許
に
帰
る

べ
き
こ
と
を
規
定
せ
る
・
政
重
な
る
復
帰
条
項

(
2
2
2
。E
ミ
ロ
-E田

市

)

が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
乍
ら
、
当
時
、
若
干

の
リ
l
ス
の
授
与
者
が
屡
そ
そ
の
満
期
後
の
契
約
更
新
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
ほ
ど
、

し
か
く
右
の
「
復
帰
条
項
」
は
現
実
に
是
れ
を

リ
ー
ス
の
被
授
与
者
の
権
利
が

b
h
州
立
h
ミ
さ
き
に
な
ら
ん
と
す
る
の
を
止
め
保
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
這
般

の
事
情
は
、
此
の
時
代
大
陸
フ
ラ
ン
ク
に
於
て
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
ン
語
の
干
潟
に
当
る
中
世
ラ
テ
ン
的
安
現
の

(
初
)

般
に

h
g
b
h
S
発
展
の
出
発
点
、
を
形
成
し
た
る
と
、
何
ら
相
違
す
る
所
、
が
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
而
も
、

施
行
す
る
こ
と
は
難
く
、

K

守
、
お
時
切
と

E3H
、が

い
ま
オ
ス
ワ
ル
ド
の

如
き
当
時
の
宗
教
間
体
の
首
長
が
斯
く
そ
の
ク
ニ
ブ
ト
の
一
部
に
そ
の
土
地
を
貸
付
け
た
る
場
合
、
当
該
土
地
が
、

フ
ユ
ル
ド
に
従
軍
す

る
義
務
、
城
壁
ま
た
は
城
塞
の
築
造
特
に
修
復
の
工
事
に
参
加
す
る
義
務
、
橋
梁
の
架
設
特
に
修
理
の
工
事
に
参
加
す
る
義
務
な
る
以
上

三
つ
の
、
浦
知
の
ソ
守
N

浩
司
札
止
ミ
ミ
ご
と
ま
ム
を
除
き
、
一
切
の
菌
家
u
司
王
に
対
す
る
世
俗
的
義
務
負
担
を
免
が
る
べ
く
定
め
ら
れ
た

と
云
う
こ
と
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
、
問
か
る
宗
教
団
体
の
首
長
が
そ
の
一
ク
ニ
フ
ト
に
対
し
、
単
に
土
地
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
土
地
に
関
す
る

不
輪
不
人
権
(
凡
さ
さ
N
h
w
H

ご
ね
る
と
裁
判
権
(
〉
・

ω
匂

R

S礼
芯
円
)
と
を
ま
た
ぎ
白
民
し
た
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
、
飽
く

(
m
M
)
 

ま
で
注
意
せ
ら
れ
注
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
市
し
て
、
当
時
の
宗
教
団
体
の
一
一
部
ク
ニ
フ
ト
た
ち
が
斯
く
土
地
を
貸
付
け
ら
れ
た
る
代
償
と
し

て
履
行
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
其
の
士
地
保
有
条
件
に
就
い
て
之
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
き
、
我
々
は
、

其
処
に
、

「
ウ
ス
タ
な
る

そ
の
教
会
に
対
す
る
正
当
な
る
服
従
」
(
第
四
例
)
の
如
き
、
或
は
「
教
会
の
た
め
の
運
搬
賦
役
」
に
従
事
す
る
義
務
(
第
二
例
〉
の
如
き
、
将

又
「
教
会
税
」
納
付
義
務
〈
第
三
例
)
の
釦
き
、
元
来
彼
等
ク
ニ
フ
ト
た
ち
の
直
接
の
主
君
た
る
・
当
該
リ
ー
ス
の
授
与
者
に
対
す
る
奉
仕

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」

七



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」

i¥. 

義
務
と
、

彼
等
が
彼
等
の
主
君
に
依
り
彼
に
代
っ
て
果
す
べ
く
要
請
せ
ら
れ
た
所
の
・
前
記
の

V
H之
さ
に
お
ミ

2
5
z
h
〈
の
如
き

そ
の
国
家
日
国
王
に
対
す
る
奉
仕
義
務
と
、
以
上
二
種
の
奉
仕
義
務
の
存
す
る
こ
と
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
が
、
斯
か
る
区
別
こ
そ
は
、

後
世
一
征
服
」
以
後
の
ア
ン
グ
ロ
H

ノ

ル

マ

ン

の

封

建

法

学

者

の

専

門

用

語

を

以

て

す

れ

ば

、

凡

そ

の

負

担

に

係

わ

る

同

町

民

に

N
h

ミ

奉
仕
義
務
の
一
一
大
範
轄
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
ぷ
ミ

1
5
2
w
な
奉
仕
の
義
務
と

(
均
)

正
し
く
照
応
す
る
も
の
な
る
こ
と
が
、
注
目
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る

く
d

号、よ

2
2
1ゅ

な
奉
仕
の
義
務
と
の
区
刈
に

の
封
建
的
土
地
保
有
者
と
し
て
成
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
ク
ニ
フ
ト
は
、
第
十

l

十
一
世
紀
の
後
期
サ
ク
ソ
ン
H

イ
シ
グ
ラ
ン
ド
に
於
て
、
教
会
貴
族
の
古
川
に
於
て
の
み
な
ら
、
ず
、
世
俗
の
大
土
地
所
有
者
の
許
に
於
て
も

一
般
に
軍
事
的
機
能
を
帯
び
た

(
d
g早
S
E
S与
J
d
O
5
5
0
E
B
S
E
2
.
な
る
本
来
家
産
制
的
官
吏

(
3
F
H
H
5
0ロ
EFgHHHZR)

に
し
て
今
や
そ
の
一
部
の
者
が
又

九
時

¥
Q
3
0

恐
ら
く
脅
く
存
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
、
今
日
之
を
立
謹
し
得
る
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

却
説
、
我
々
は
、
上
来
、

「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
に
至
る
ア
ン
グ
ロ
日
サ
ク
ソ
ン
時
代
末
期
イ
ン
グ
ラ

γ
ド
に
存
在
せ
る
ク
ニ
フ
ト
な
る

階
層
の
実
態
に
就
い
て
史
料
の
許
す
限
り
珊
か
考
察
す
る
所
が
あ
っ
た
が
、
然
ら
ば
、
彼
等
は
、
そ
の
後
生
起
せ
る
「
征
服
」
を
通
じ
て
、

如
何
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ア
ン
グ
ロ
日
サ
ク
ソ
ン
年
代
記
」
一

O
八
三
年
〔
「
征
服
L

以
後
十
七
年
〕
の
条
を
読
む
と
、
其
処
に
は
、
次
の
如
き
興
味
あ
る
記
述

が
見
出
さ
れ
る
。
此
の
年
、
南
西
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
一
サ
マ
シ
ッ
ト
∞

φ
5
2
8同
州
に
在
る
グ
ラ
ス
タ
ン
ベ
リ
の

-
2
8ロ
σロ
弓
修
道
院
に

於
て
、

サ
l
ス
タ
ン

同，

Y
己
門
田
宮
口

と
彼
の
監
督
下
に
あ
る
修
道
僧
た
ち
と
の
問
に
、

確
執

(
E
h与
5
2
4
2
)
J往
生
じ
'
一
三
夫

れ
は
、
も
と
サ

l
ス
タ
ン
が
僧
院
運
営
上
数
々
の
不
手
際
を
演
じ
た
、
ム
ノ

i
ス
タ
ン
の
僧
院
長
と
し
て
の
知
恵
の
無
さ

(
5さ
な
札
む
さ
)
に

起
因
せ
る
も
の
で
あ
プ
た
が
、
修
道
僧
た
ち
の
側
に
は
初
め
一
充
分
妥
協
の
色
、
が
見
え
た
に
も
拘
ら
ず
、

サ
l
ス
タ
ン
が
彼
等
の
進
言
に
何



ら
耳
を
傾
け
る
所
が
無
か
っ
た
が
た
め
、
事
態
は
急
激
に
悪
化
し
て
、
遂
に
一
日
、
両
者
聞
に
正
面
衝
突
を
来
し
た
。
即
ち
、
修
道
僧
た

ち
が
僧
会
会
議
場
合
お
宣
言
N
Q
)

に
在
っ
た
と
き
、

ザ

l
ス
タ
ン
は
、

『
俗
人
た
ち

Q
5
5
b
ヨ
S
E苦
〉
を
呼
び
寄
せ
、
彼
等
は
完
全

に
武
装
し
て

(¥Nhhhh司
8
4一
号
、
同
)
僧
会
会
議
場
に
闇
入
、
修
道
僧
た
ち
に
襲
い
か
か
っ
た
』
。
修
道
僧
た
ち
は
、
驚
博
、
為
す
所
を
知
ら

な
か
っ
た
が
、
『
併
し
〔
俗
人
た
ち
は
斯
か
る
彼
等
に
情
容
赦
な
く
〕
矢
を
射
か
け
た
宮
内
宮
忠
良

HS)』
。
そ
こ
で
何
人
か
の
修
道
僧
た

ち
は
〔
当
修
道
院
附
属
の
〕
教
会
(
ミ
2
2
3
)
に
逃
げ
込
み
、
内
側
か
ら
扉
に
錠
を
お
ろ
し
て
了
っ
た
。

猶
も
追
求
の
手
を
緩
め
ぬ
俗
人
た

く
て
、
『
そ
の
日
、

ち
は
、
彼
等
を
追
っ
て
教
会
(
遣
い
喜
朗
た
る
〔
の
扉
を
虫
ち
そ
の
〕
内
部
に
進
入
、
彼
等
を
〔
教
会
の
〕
外
に
引
き
ず
り
出
そ
う
と
し
た
。
か

一
大
惨
事
が
出
来
し
た
。
仏
蘭
西
人
た
ち
(
官
、
2
R
h
h
S
遺
骨

S
)
は
〔
教
会
内
陣
の
〕
聖
歌
隊
席
(
円
ま
る
に
乱
入
、

修
道
僧
だ
ち
の
い
る
祭
壇
(
H
e
g
¥。
丸
町
〉
目
懸
け
て
、
交
々
飛
道
具
(
槍
?
)
を
投
げ
つ
け
た
(
苫
「
》
去
る
。

干
の
者
(
起
き
向
。
h
N
『
お
き

S
S
E
S
は
、
〔
側
廊
の
二
階
の
桟
敷
の
?
〕
階
上
に
駆
け
上
っ
て
、
〔
階
下
の
〕
内
陣
を
〔
絶
え
ず
〕
矢
も
て

ク
ニ
フ
ト
た
ち
の
中
の
若

射
お
ろ
し
(
同
町
三
ミ
g
b
h同

H
S
8
2『
h
H
Sミ
号
同
S
S
)、
祭
壇
上
に
立
つ
十
字
架
(
芯
奇
)
の
表
に
彼
等
は
数
多
く
の
矢
を
打
込
む
に
至
つ

た
公
立
S
E
3
0
3
3面
白
ヨ
凡
民
間
宅
問

Heね
る
。
』
|
|
物
語
は
ま
だ
つ
づ
く
が
、
兎
に
角
、
此
の
「
征
服
」
直
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
方
の

一
僧
院
に
起
っ
た
と
こ
ろ
の
・
当
代
の
一
般
に
修
道
院
長
な
る
高
級
聖
職
者
と
そ
の
配
下
の
下
級
聖
職
者
(
修
道
僧
〉
と
の
関
係
を
如
実
に

き

ぎ

は

し

ゆ

か

知
ら
し
む
る
好
個
の
エ
ピ
ソ
ウ
ド
的
事
件
の
結
末
は
、
『
か
く
て
血
潮
は
祭
壇
よ
り
階
段
(
ぬ
「
向
、
ね
る
に
、
階
段
よ
り
床
(
E
0
3
)
上
に
流

あれ
るC 出
。)で

忌=

修
道
僧
た
ち
vi 

愛

死
者

名

負
傷
者
十
八
名
を
出
し
て
、

完
全
に
ア
ポ
ッ
ト
権
力
の
前
に
摺
伏
す
る
に
到
っ
た
の
で

右
の
「
年
代
記
」
の
一
節
に
現
わ
れ
た
る
、

フ
ラ
ン
ス
人
す
な
わ
ち
ノ
ル
マ
ン
人
た
る
俗
人
に
し
て
、
僧
院
長
の
不
時
の
召
集
に
応
じ

て
、
完
全
武
装
し
て
出
動
し
、
そ
の
モ
ン
ク
制
圧
の
命
令
を
畏
み
遂
行
す
る
、
時
に
ま
た
ク
ニ
フ
ト
と
呼
ば
れ
る
所
の
人
物
が
、
抑
々
そ

英
圏
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
シ
征
服
」

二
九



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」

。

の
主
君
た
る
者
が
機
に
臨
み
己
れ
の
意
志
を
実
現
す
べ
く
間
髪
を
容
れ
ず
行
使
し
得
る
所
の
彼
の
身
近
な
常
備
的
武
力
を
体
現
し
た
限
り

に
於
い
て
、
当
時
の
ノ
ル
マ
ン
日
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
社
会
の
「
中
心
人
物
」
た
る
、
か
の
「
騎
士
采
地
」

(
¥
g
h叫
尽
き
さ
礼
町
凡
な
同
)
を
授
封

(
花
)

(町民

g同
)
せ
ら
れ
た
ナ
イ
ト
に
非
ざ
る
こ
と
は
、
夙
に
ダ
グ
ラ
ス
も
指
摘
せ
る
如
く
、
火
を
阿
る
よ
り
も
瞭
ら
か
な
る
所
で
あ
る
。

夫

れ
は
、
ま
さ
し
く
、
当
代
の
一
般
に
「
直
接
受
封
者
」
た
ち
特
に
い
ま
そ
の
う
ち
の
宗
教
団
体
(
教
会
・
修
道
院
)
を
代
表
せ
る
高
位
聖
職

者
た
ち
の
許
に
普
く
見
出
さ
れ
る
、
「
家
中
騎
士
」

(ro己
完
y
c
E
W
E
m
E
)
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

お
な
じ
く
「
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
ン
年
代
記
」
の
一

O
八
七
年
の
条
は
、
冒
頭
、
此
の
年
征
服
王
の
跡
を
襲
い
登
極
せ
る

ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
(
通
称
絡
ら
顔
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
当
日
E
S
H
E
P
P
H・
5
句
J
H
H
O
O
)
の
統
治
に
対
し
同
年
復
活
祭
の
頃
か
ら
勃
発
を
見
た
、

も
と
一
部
諸
侯
の
彼
を
廃
し
て
彼
の
長
兄
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
公
(
ロ
戸
内
母

Z
2
5
2島
巾

)

ロ
ベ
ー
ル

m
o
Zス
を
擁
立
せ
ん
と
す
る
叛
乱

に
関
す
る
記
事
を
掲
げ
て
い
る
が
、
其
処
に
我
々
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
『
〔
叛
徒
た
ち
は
〕
ウ
ス
タ
州
(
刊
で
H
q
・

2
2
2
H「
色
町
民
ミ
)
に
来
襲
、
〔
此
の
地
方
を
〕
劫
略
、
焼
夷
し
て
、

と
ど
の
つ
ま
り
、
彼
等
は
、
そ
の
(
ウ
ス
タ
州
の
)

首
都
♀
寄
る

自
体
(
|
|
ウ
ス
タ
市
)
に
達
し
た
。
即
ち
、
彼
等
は
、

そ
の
首
都
を
焼
き
払
い
、
そ
の
(
ウ
ス
タ
市
に
在
る
)
〔
司
教
座
の
あ
る
〕
大
寺

院

(sshHぬ
る
を
掠
め
、
そ
の
(
ウ
ス
タ
市
に
在
る
)
王
城
公
辺
諸

2
2
h
h町
内
)
を
彼
等
の
掌
中
に
収
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
斯
か

る
事
態
を
見
て
、
そ
の
(
ウ
ス
タ
市
の
)
尊
敬
す
べ
き
司
教
ウ
ル
フ
ス
タ
ン

(SNrzろ
は
心
中
甚
だ
穏
か
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

け
だ
し
、
当
時
、
彼
に
、
そ
の
(
ウ
ス
タ
市
の
)
城
を
管
理
す
る
責
任
は
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
、
そ
の
と
き
、
彼
の

家
中
の
者

(
F
Z
E
2
h刊
さ
さ
)
は
、
少
数
の
〔
そ
の
供
の
〕
者
と
共
に
そ
の
城
よ
り
打
っ
て
出
で
、
神
の
慈
悲
に
依
っ
て
、
又
か
の
司

教
(
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
)
の
賞
讃
に
値
い
す
る
も
の

(
1
1
1人
格
的
価
値
)
に
依
っ
て
、

(
花
)

の
者
を
す
べ
て
遁
走
せ
し
め
た
。
』
即
ち
、
此
処
に
現
わ
れ
る
「
彼
の
家
中
の
者
」
と
は
、

〔
敵
人
〕
五
百
人
を
或
は
殺
毅
し
或
は
金
子
捕
し
、

確
実
に
当
時
の
ウ
ス
タ
司
教
の

家
中
騎、爾
士、徐



」
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
者
で
あ
る
が
、

」
の
こ
と
は
、

い
室
、
ダ
グ
ラ
ス
の
引
用
し
て
い
る

『
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
伝
』

(
司
、
九
同
日

S1RNH句
H
S
N
W
O
L
・
H
N
m
-
ロ
ミ
Z
口
問

S
ロ
((U俗言【目。ロ∞
oaoHV刊

ug--
同一

-
H
U
N
e
w
H
Y
目
印
・
)
中
の
、

ウ
ル
フ
ス
タ
ン
が
『
自
身
そ
の
家
中
(
町
民
自

ミ
と
に
多
く
の
騎
士
(
ミ
HNNN
な
る
を
有
し
て
い
た
。
』
(
出
向
ケ
与
え
号
8

E

2
江
田
印
5
5
E
H
2
5己
吉
田
・
)
と
一
五
う
記
述
に
依
っ
て
、

(
打
)

更
に
儲
か
め
ら
れ
る
所
で
あ
る
。

却
説
、
こ
れ
ら
の
「
征
服
」
以
後
の
ア
ン
グ
ロ
H

ノ
ル
マ
ン
の
「
家
中
騎
士
」
、
か
「
征
服
」
以
前
の
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
ン
の
「
ク
ニ

ろ
う
が
、
然
し
乍
ら
、
翻
っ
て
惟
う
に

フ
ト
」
と
の
聞
に
示
す
、
極
め
て
顕
著
な
る
相
似
(
白

E-om己
の
関
係
は
、
既
に
胴
限
な
る
読
者
の
先
刻
之
を
気
付
か
れ
て
い
る
所
で
あ

「
二
個
の
制
度
開
に
如
何
に
多
く
の
類
似
点
が
認
め
ら
れ
よ

先
人
ス
タ
ブ
ズ
も
言
え
る
如
く
、

う
と
、
夫
れ
は
、
夫
れ
の
み
に
て
は
未
だ
決
し
て
そ
の
一
つ
の
も
の
の
他
の
も
の
よ
り
の
現
実
の
由
来
関
係
(
岳
町
田

2
5
7凶
良
町
三
芯
ロ
)

(
祁
)

を
立
謹
し
得
な
い
」
わ
け
で
あ
る
。

然
る
に
、
我
々
は
、
斯
か
る
関
係
の
定
立
の
た
め
に
い
ま
甚
だ
恰
好
な
る
史
料
を
有
L
て
い
る
。

夫
れ
は

一
ド
ゥ
ウ
ム
ズ

J

ア
イ
H

ブ

ツ
ク
」
第
二
巻
〔
通
称

R

ピ
2
r
c
o
B
g
E可
〕
中
の
、

か
の
ベ
リ
H

ス
ン
日
テ
ド
マ
ン
ヅ

ロ
己
ミ
∞
仲
間
-
5
5含
修
道
院
の
サ
フ
ア
ク

州
内
に
有
せ
る
所
領
に
関
す
る
記
述
の
末
尾
に
見
ら
れ
る
、
前
世
紀
の
初
葉
「
ブ
ッ
ク
」
収
載
数
字
の
最
初
の
集
計
者
エ
リ
ス
に
依
っ
て

『
一
僧
院
に
属
す
る
同
町
片
山
-
5
3
ま
た

2
2出
三
田
の
数
に
つ
い
て
の
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
調
査
」
(
ロ

c
g
g
Lミ

ω
5
5己
中
に
現
わ
れ

(

乃

)

(

初

)

る
唯
一
の
報
告
』
と
称
せ
ら
れ
た
も
の
を
含
む
所
の
筒
所
で
あ
る
。
即
ち
、
其
処
に
は
、
一
調
査
」
当
時
(
一

O
八
六
年
現
在
)
、
か
の
第
九

世
紀
の
デ
イ
ン
人
侵
入
期
彼
等
に
依
っ
て
捕
え
ら
れ
・
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
放
棄
を
肯
ん
ぜ
ず
惨
殺
せ
ら
れ
・
の
ち
聖
者
に
列
せ
ら

れ
た
、

イ
ー
ス
ト
H

ア
ン
グ
リ
ア
国
王
エ
ア
ド
ム
ン
ド
開
民
自
己
ロ
仏
(
門
田
町
、
f
E
)

の
墓
所
の
あ
る
ベ
リ
H

ス
ン
リ
テ
ド
マ
ン
ヅ
修
道
院

を
中
心
と
し
た
其
の
周
辺
の
土
地
|

|

l
夫
れ
は
未
だ
後
世
の
如
く
都
市

(
Z
B括
ど
な
る
名
称
を
与
え
ら
れ
ず
依
然
村
落
守
日
)
と
呼
ば

英
国
封
建
制
の
形
成
と

7
ノ
ル
マ
ン
征
服
」



英
国
封
建
制
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形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
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」

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
|
|
|
斯
か
る
村
が
、
曽
っ
て
エ
ド
ワ
ー
ド
機
悔
王
時
代
「
当
時
、
耕
転
・
播
種
せ
ら
れ
〔
耕
作
に
用
ひ
ら
れ
〕
た
る

土
地
を
含
め
て
、
今
や
〔
憤
悔
王
時
代
当
時
よ
り
も
〕
よ
り
大
い
な
る
範
域
に
互
り
ゐ
た
る
」
こ
と
が
述
、
べ
ら
れ

(50号

5
2
5
2町三

白
B
E
E
S
E
E
z
t
母

g
H門
戸
雪
山

Z
ロ
ロ
ミ
ミ
巾
丘
団
巾

2
5
5
Z品
、
そ
の
土
地
に
、
〔
当
修
道
院
の
本
来
の
修
道
僧
以
外
に
〕
全
体

で
=
一
十
人
の
、

司
祭
(
、

2
hご
同
町
コ
)
・
助
祭
文
宮
内

S
C
・
牧
師
(
町
内
司
コ
町
民
)
、
同
様
全
体
で
二
十
八
人
の
、

と

修
道
尼

(ggH)

(
凱
)

「
王
の
た
め
ま
た
す
べ
て
の
基
督
者
の
人
々
の
た
め
日
毎
祈
り
を
捧
ぐ
る
貧
し
き
者
ど
も

(
1
i修
道
院
の
被
救
価
民
)
」
(
官
名

2
2
宮
-

gHF門
出
白
官
。
同
諸
巾
∞
ぇ
。
B
巳
勺
。
司
己

S
凶
江
田
丘
白
ロ
O

仏
岳
同
町
内
田
口
昨
日
)
の
存
在
せ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
の
ち
、
向
次
の
如
く
あ
る
の
で

『
其
処
に
は
、
〔
ま
た
〕
全
体
で
八
十
人
よ
り
少
き
こ
と
五
人
(
R
N
N
苦
言

5

2
玄
室
内
1

1

七
十
五
人
)
の
、
パ
ン
焼
人
(
芝
で

き
ミ
h)
・
エ
イ
ル
醸
造
人
(
門
司
、
ど
な
芯
立
ま
)
・
仕
立
職
人
(
言
、
さ
ミ
同
)
・
洗
濯
婦

(
N
Q
S
E
2
h
)
・
靴
歌
人

(
E
E
2
h
)
・
長
服
仕
立
人

(
』
冨
「

S
E
N
t
δ

・
料
理
人

Qcsc-
門
番

Q
qミ凡
H
C
Z
M
)

・
家
令
(
忌
も

g
gき
2h)
が
存
す
。
而
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
は
日
毎
聖

あ
る
。

者
(
|
l
聖
エ
ド
ム
ン
ド
)
並
び
に
修
道
院
長
(
|
|
ベ
リ
“
ス
ン
H

テ
ド
マ

γ
ヅ
修
道
院
長
)
並
び
に
教
団
員

(
1
i
l同
修
道
院
修
道

僧
)
に
奉
仕
す
る
所
の
者
な
り

(
2
E
O
Bロ
2
8
t
ι
5
B
E
E
B
F
R昨日

2
与
g
t
2
h
a包
Z
6
0

に
は
、
同
じ
村
に
彼
等
の
家
屋
を
有
す
る
、
十
三
人
の
、
司
宰

(hv之
、

2NHS)
の
土
地
の
上
に
在
る
者

(
m
U
)
 

ン
ト
)
が
存
し
、
彼
等
の
下
に
五
人
の
ボ

l
デ
ィ
ア
包
竜
丸
ミ
4
5
)
た
ち
〔
が
存
す
〕
。

こ
れ
ら
の
者
以
外
に
、
其
処

(
|
|
即
ち
そ
の
土
地
の
テ
ナ

〔
而
し
て
〕
今
や
仏
蘭
西
人
並
び
に
芙
士
口
利
人

の
す
べ
て
三
十
三
人
の
騎
士
た
ち
〔
が
存
し
〕
、
彼
等
の
下
に
二
十
二
人
の
ボ

l
デ
ィ
ア
た
ち
〔
が
存
す
〕
。
〔
か
く
て
〕
今
や
全
体
を
通
じ

て
エ
ド
ワ
ー
ド
〔
俄
悔
〕
王
時
代
に
耕
作
せ
ら
れ
た
る
聖
エ
ド
ム
ン
ド
〔
修
道
院
〕
の
土
地
の
デ
ィ
メ
イ
ン

(
札
。
3
N
N

ミ
尽
き
)

に
は
一
二
四

二
戸
の
家
屋
〔
が
存
す
〕
。
《
司
E
2
2
s
g∞
E
E
出
口

E
H
U
2
Z
H
E
B
H
V
H
4
0岳
山
門
官

E
g
E
号
5
2
2
2
E
E
P
B
S
F
2

田口
σ
3
4
σ
O
H仏
日
広
・
冨
a
o
忠
良
E
E
E
2
5
8
H
Hり岡田ロロ
2

2
〉
ロ
∞
-
R
2
2
2
σ
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R
Q
F
H
H
号
B
S
骨

号
B
E
E
窓口曲。

ω
g
a
E
B
E島
常
田
σ同
町
田
同
市
自
問

V
O
B
E者
向
島

HfmFAM帆
円
〕
・
》

右
の
「
ブ
ツ
グ
」
の
記
述
箇
所
に
就
い
て
ま
ず
注
目
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
今
や
(
送
。
礼
申
)
|
|
一

O
八
六
年
の
「
調
査
一
当
時
に
於
て
、

此
の
聖
エ
ド
マ
ン
ド
修
道
院
の
所
在
す
る
村
(
ー
と
と
は
、
抑
々
此
の
修
道
院
の
デ
ィ
メ
イ
γ
(札
。
遺
言
立
さ
)
を
な
し
た
と
云
う
事
実
で

あ
る
。
而
も
、
夫
れ
ほ
、
二
十
年
前
の
エ
ド
ワ
ー
ド
蟻
悔
王
時
代
(
同
町
道
官
「
問
見
周
知
な
旬
、
さ
奇
怪
)
当
時
に
比
し
て
、
今
や
そ
の
村
域

を
拡
大
し
、
そ
の
人
家
数
も
最
早
量
的
に
は
バ
ロ
ウ
と
呼
ば
れ
て
然
る
べ
き
程
の
三
四
二
戸
の
多
き
を
数
え
、
そ
れ
と
共
に
言
わ
ば
刊
に
同
町
民

ミ
ミ
ミ
的
性
格
の
も
の
よ
り

esaNqrg
的
性
格
の
も
の
へ
脱
皮
す
る
に
到
っ
て
い
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
、

か
か
る

デ
ィ
メ
イ
ン
に
は
、

宿
か
も
古
代
ロ

l
T
の
ウ
ィ
ラ
に
於
け
る
'ha
ぬ
噛
お
む
宮
ミ
・
一
~
v
h
H

一言明

に
あ
た
る
、

も
と
奴
隷
身
分
(
一
般
に

h
h
「
G
N

円

CH凡
人
凡
お

3H.)
出
身
の
種
々
な
る
階
層
の
サ
l
ヴ
ア
ン
ト
|
|
パ
ン
焼
人
・
エ
イ
ル
醸
造
人
・
料
理
人
・
門
番
・
洗
濯
婦
の
如
き
男
女
の

「
家
僕
」
、
或
は
仕
立
職
人
・
靴
職
人
・
聖
戦
者
用
長
服
仕
立
人
の
如
き
「
隷
属
的
家
内
手
工
業
者
」
の
ほ
か
、
我
々
が
さ
き
に
「
征
服
」

前
夜
当
イ
ー
ス
ト
H

ア
ン
グ
リ
ア
地
方
の
司
教
た
り
し
ア
ル
フ
リ
タ
の
遺
言
状
中
に
認
め
た
る
所
の
ア
ン
グ
ロ
H

A
ソ
ク
ソ
ン
の

h
H
N
見
』
お

司、h
N
b
h

へ
(
一
九
頁
参
照
)

に
あ
た
る

v
b柄、
S
E
H
C
E
M八
の
如
き
「
家
産
制
的
官
吏
」

i
iが
存
し
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
乍
ら
い
ま

我
々
に
と
っ
て
最
も
興
味
が
あ
る
の
は
、
猶
其
処
に
、
当
時
此
の
修
道
院
所
領
の
管
理
に
当
れ
る
・
同
様
家
産
制
的
官
吏
た
る

2
0
4
0

の

其
の
管
理
職
的
勤
務
に
対
す
る

3
2
Z昆
布
震
と
し
て
の
土
地
(
グ
ェ
I
バ

l
流
に
言
え
ば

3
E
E∞
己
目
弓
)
の
テ
ナ
ン
ト
十
三
人
が
存

フ
ラ
ン
ス
人
す
な
わ
ち
ノ
ル
マ

γ
人
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
双
方
併
せ
て
三
十
一
ニ
人
の
騎
士
(
さ
に
2
)
た
ち

が
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
此
処
に
現
わ
れ
る
騎
士
は
、
彼
等
が
飽
く
ま
で
当
修
道
院
の
デ
ィ
メ
イ
ン
に
存
す
る
限
り
に
於

て
、
我
々
は
之
を
以
て
如
何
に
し
て
も
か
の
騎
士
采
地
を
授
封
せ
ら
れ
た
る
騎
士
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
我
々
は
彼
等
を
正
し
く
当

(
鈍
)

修
道
院
の
家
中
騎
士
と
看
倣
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
彼
等
の
中
に
い
ま
ノ
ル
マ
ン
人
と
並
ん
で
イ
ギ
リ
ス
人
の
存

J

R

】
ヰ
4
E

ミ
、

I
L
T
t
カ

一
O
八
六
年
現
在
、

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
シ
征
服
」

一一



英
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征
服
」

四

す
る
こ
と
は
、
愛
に
我
々
を
し
て
否
応
な
し
に
、

の
、
も
と
根
本
的
に
サ
ク
ソ
ン
リ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ク
ニ
フ
ト
の
一
制
度
に
由
来
せ
る
も
の
な
る
こ
と
を
、
確
信
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

エ
ド
ワ
ー
ド
機
悔
主
時
代
の
末
年
一

O
六
五
年
前
任
者
レ
オ
フ
ス
タ
ン

Z
o
r
gロ
の
跡
を
承
け
て
当
修
道
院
の
院
長
に
就
任

凡
そ
ノ
ル
マ
ン
日
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ミ

l
レ
ス
の
一
部
と
し
て
の
家
中
騎
士
の
制
度

元
来
、

せ
る
、
も
と
大
陸
パ
リ
近
郊
サ
ン
H

ド
ゥ
ニ

ω同
ロ
巾
ロ
Hm

修
道
院
出
身
の
ボ

i
ド
ゥ
ア
ン
ロ

E
一
号
日
ロ
ー
ー
ー
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
切
m
L
L
考
古

〈一

O
九
八
年
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
時
代
現
職
の
ま
ま
死
残
)
は
、

サ
ク
ソ
ン
H

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
団
体
(
教
会
・
修
道
院
)

の
首
長
が

多
く
の
場
合
そ
の
よ
う
な
運
命
を
辿
れ
る
如
く
、
「
征
服
」
以
後
も
、

て
機
悔
王
時
代
以
来
の
そ
の
所
領
を
「
安
猪
」
せ
ら
れ
、

い
ま
柾
服
玉
に
依
っ
て
ベ
リ
日
寸
〈
ン
H

テ
ド
マ

γ
ヅ
修
道
院
長
と
し

(
お
)

ノ
ル
マ
ン
王
の
「
直
接
受
封
者
」
た
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場

合
、
そ
の
「
征
服
」
以
後
ノ
ル
マ
ン
王
に
依
り
綾
持
す
べ
く
要
求
さ
れ
た
る
騎
士
数
確
保
の
手
段
と
し
て
、
彼
が
一
方
に
於
て
新
来
の
ノ
ル

マ
ン
人
の
従
士
た
ち
に
そ
の
所
領
の
一
部
を
「
騎
士
采
地
」
と
し
て
分
割
・
授
封
し
、
以
て
彼
等
を
己
れ
の
騎
士
と
し
て
維
持
せ
ん
と
し

た
こ
と
は
、
今
日
彼
の
残
せ
る
第
十
一
世
紀
本
修
道
院
の
土
地
台
帳

l
iい
わ
ゆ
る

4
2
E
∞g
F
え

F
E
iロ
ゴ
。
ミ
l
u
g
中
に
、

(

白

叩

)

多
数
の

V'『
色
、
ね
な
ぎ
さ
宮
2
人
の
現
わ
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
実
謹
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
聖
品
ド
マ
ン
ド
修
道
院
長
ボ

ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
斯
か
る
方
法
に
依
つ
て
の
み
、
そ
の
ノ
ル
マ
ン
主
に
依
り
要
求
さ
れ
た
る
騎
士
数
を
充
足
せ
し
め
た
の
で
は
な
か
っ

た
。
彼
の
従
来
サ
ク
ソ
ン
H

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
団
体
の
首
長
と
し
て
者
い
来
れ
る
ク
ニ
フ
ト
を
も
(
一
部
新
来
の
ノ
ル
マ
ソ
人
を
容

れ
つ
つ
)
之
に
充
当
し
た
の
で
あ
る
。
否
、
当
初
は
む
し
ろ
基
本
的
に
は
斯
か
る
家
中
騎
士
を
充
実
整
備
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
彼
は
、

「
直
接
受
封
者
」
と
し
て
の
彼
の
王
に
対
ず
る
奉
仕
の
義
務
を
果
さ
ん
と
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
従
来
の
ア
ソ
グ
ロ
H

十
ク
ソ
ン

の
グ
ニ
フ
ド
は
、
新
た
に
ノ
ル
マ
ン
H

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ミ

i
レ
ス
の
一
翼
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、
彼
等
の
従
前
知
ら
ざ
り
し
所
の

馬
上
戦
闘
の
軍
事
技
術
に
熟
達
す
べ
く
大
い
に
訓
練
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
想
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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n
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M
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，
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8
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9
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i
p
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r
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n
g
l
i
c
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v
i
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a
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i
c
i
，
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B. 

T
h
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r
p
e
 
(
L
o
n
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o
n
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5
5
7
;
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n
d
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o
o
k
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L
a
n
d
 -C

h
a
r
t
e
r
s
，
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a
x
o
n
i
c
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o
c
u
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e
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J. 

E
a
r
l
e
 
(
O
x
f
o
r
d
，
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，

 pp. 
2
2
4
 f， 

;
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g
l
o
-
S
a
x
o
n
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i
l
l
s
，
 ed. 

D
 
W
h
i
t
e
l
o
c
k
 
(
C
a

田

m
b
r
i
d
g
e
，
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，
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.
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E
n
g
l
i
5
h
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i
s
t
o
r
i
c
a
l
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o
c
u
n
川
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，
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1
 (ca. 

5
0
0
-
1
0
4
2
;
 ed. 

D
.
 
W
h
i
t
e
l
o
c
k
，
 Lonclo

l1， 

1955)
，

 N
o
.
 
1
3
0
 
(pp. 

5
4
8
 
ff.). 

(ミ~)
K
e
m
b
l
e
，

 Co
d
.
 
D
i
p
l
.
，

 No
.
 
7
3
2
;
 T
h
o
r
p
e
，

 Di
p
l
o
m
a
t
a
r
i
u
m
，

 p. 
3
1
2
;
 Earle

，
 La

n
d

剛C
h
a
r
t
e
r
s
，
pp. 

2
2
8
 f

 

(呂
)

L
i
b
e
r
 M

o
n
a
s
t
e
r
i
i
 
d
e
 
H
y
d
a
，

 ed. 
E
.
 
E
d
w
a
r
d
s
 
(Rolls 

Series ;
 Lo
n
d
o
n
，
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，
 p. 

2
5
4
;
 
W
h
i
t
e
l
o
c
k
，
 A.

 -
S. 

W
i
l
l
s
，

 

N
o
.
 
10. 
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111
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K
e
m
b
l
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d
.
 
D
i
p
l
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，
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.
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8
5
 ;

 Th
o
r
p
e
，
 Di

t
l
o
m
a
t
a
r
i
u
m
，
 p. 

5
1
9
 ;

 Ea
r
l
e
，

 La
n
d
-
C
h
a
r
t
e
r
s
，

 p. 
3
6
4
;
 
C
r
t
u
l
a
門
u
m

S
a
x
o
n
i
c
u
m
，
 ed. 

W
.
 d
e
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.
 
B
i
r
c
h
 
(3 

vols.
，
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8
5
-
9
3
)
，
 No
.
 1288 ;
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i
t
e
l
o
c
k
，
 A.

 -S. 
W
i
l
l
s
，

 No
.
 
14. 

(
沼
)
'

K
e
m
b
l
e
，
 Co
d
.
 
D
i
p
l
.
，
 No
.
 
6
9
4
;
 
T
h
o
r
p
e
，
 Di

t
l
o
m
a
t
a
r
i
u
m
，
 p. 

5
2
8
;
 
W
h
i
t
e
l
o
c
k
，
 A.

 -S. 
W
i
l
l
s
，

 No
.
 
2
1. 

(苫〉
糧
懸
謀
将
軍
，
.

1
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国
同
'
制
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偽
態
。

(::g) 
K
e
m
b
l
ε

，
 Co
d
.
 
D
i
p
l
.
，
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.
 7
5
9
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 Th
o
r
p
e
.
 
D
i
t
l
o
m
a
t
a
r
i
u
m
，
 p. 

5
6
7
;
 
E
a
r
l
e
，

 L
a
n
d
-
C
h
a
r
t
e
r
s
，
 p. 

2
4
0
 f. 

W
h
i
t
e
-

lock
，

 A
.
 .8.

協
Tills

，
N
O
.
2
9
.
 

(
 日混5む)

Cf. 
D
o
u
 ε
 la 邑s，

F
ず
g灯
叩t臼tdal

D
o
c
u仰?
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{'n

(~民~)
K匂
c
m
b
l
e
，
C
o
d
.
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N
o
.
 
9
7
9
;
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h
o
r
p
e
，
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t
l
o
m
a
t
a
r
i
u
m
，
 p. 

5
5
6
;
 
W
h
i
t
e
l
o
c
k
，

 A.
 -8. 

W
i
l
l
s
，

 NO
.
2
7
.
 

(
自
)

V
g l. 

M
a
x
 W
e
b
e
r
，
 Wi
r
t
s
c
h
a
f
t
 u

n
d
 G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
，
 Gr
u
n
d
r
i
s
s
 d

e
r
 S
o
z
i
a
l
o
k
o
n
o
m
i
k
，
 m
 A
b
t
.
 
(2 

B
d
e
.
，

 3. 
Aufi.

，
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，
 2. 

Halbbancl
，
 S. 

693. 

(
巴
)

K
e
m
b
l
e
，

 Co
d
.
 
D
i
t
l
.
，
 No
.
 1302 ;

 Th
o
r
p
e
，

 Di
t
l
o
m
a
t
a
r
i
u
m
，
 p. 

3
0
0
;
 A
n
g
l
o

田S
a
x
o
n

C
h
a
r
t
e
r
s
，

 ed. 
A

 
J. 

R
o
b
e
r
t
-

s
o
n
 
(Cambriclge

，
 19
3
9
;
 
2
n
d
 edn.

，
 1956)

，
 No

.
 
74. 

Cf. 
B
a
r
l
o
w
，
 op. 

cit" 
pp. 

9
 f. 

Cg) 
C
f. 

Select 
E
n
g
l
i
s
h
 H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 D

o
c
u
m
e
n
t
s
 o

f
 the 

N
i
n
t
h
 a

n
d
 T
e
n
t
h
 C
e
n
t
u
r
i
口
，

ecl. 
F. 

E
.
 
H
a
r
m
e
r
 
(
C
a
m
b
r
i
-

d
g
e
，
 1914)

，
 pp. 

121 
f. 

;
 Wh
i
t
e
l
o
c
k
，
 A.

 -S. 
W
i
l
l
s
，
 p. 

172. 

c
t;j) 

C
f. 

V¥乃
utelock

，
A
.
 -S. 

W
i
l
l
s
，
 p. 

1
7
0
;
 
Stenton

，
 Th

e
 F
i
r
s
t
 
C
e
n
t
u
r
y
 o

f
 E
n
g
.
 
F
e
u
d
.
，
 pp. 

133 f. 

(
~
)
 

V
g
l
.
 
M
a
x
 W
e
b
e
r
，
 a. 

a. 
0
"
 1

 H
a
l
b
b
a
n
d
，
 S. 

1
3
6
;
 
2. 

H
a
l
b
b
a
n
d
，
 S. 

697. 

(
包
)

K
e
m
b
l
e
，
 Co

d
.
 
D
i
p
l
.
，
 No

.
 
5
5
7
;
 Birch

，
 Ca

r
t
u
l
a
r
i
u
m
，
 No

.
 
1
2
3
3
;
 
R
o
b
e
r
t
s
o
n
，

 A.
 -8. 

C
h
a
r
t
e
r
s
，
 N
o
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痘
P

話
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j
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~
必
は
ま
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ν
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ぶ
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韓
基
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お
挺
吋
ド

r
制
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忍
)

K
e
m
b
l
e
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 Co
d
.
 
D
i
t
l
.
，
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.
 
6
1
2
;
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o
b
e
r
t
s
o
n
，
 A
.
 -S. 

C
h
a
r
t
e
r
s
，

 No
.
 
55 

(
~
)
 

K
e
m
b
l
e，

 Co
d
.
 
D
i
p
l
.，

 No
.
 
6
8
0
 
;

 Ro
b
e
r
t
s
o
n，

 A.
 .S. 

C
h
a
r
t
e
r
s，

 N
o
 
56. 

沼
'
十
*
~
、
+
一
気
0
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主
~
~
実
ム
ド
~
I
"

R
o
b
e
r
t
s
o
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h
e
r
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-
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目
C
h
a
r
t
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o
.
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短
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h
パ
ι

壬
E
a
s
t
t
u
n
e

ヤ
C
o
l
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d
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l
e
，

 p. 
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B
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r
l
o
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M
a
i
t
l
a
n
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，
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o
m
e
s
d
a
y
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o
o
k
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n
d
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e
y
o
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，
 p. 

317. 
4漁
民
。

(己
)

>>t
円
n
o
d
a

necessitas<<;; 
!;1 
i'ユ

ν
竺

F
程
探
君
割
V

兵
国
同
，

11 
i

 
1豆

同
組
C;-:;Y

i
 11 
\
州
民
組
c
m

話P
~
m
i

。

(
~
)
 

C
f. 

M
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i
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l
a
n
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p

，
 cit" 

p. 
289

，
 

(
巳
)

Cf. 
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r
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n
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r
i
n
s
e
c
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ゾ
orinsec'

!;1 
i'ユい，

Pollock 
&

 M
a
i
t
l
a
n
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，
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h
e
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i
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r
y
 0

]
 E
n
-
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a
w
 b
e
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o
r
e
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T
i
m
e

υ
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d
w
a
r
d
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f.， 

277.
総
姿
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引
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a
x
o
n
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h
r
o
n
i
c
l
e
s
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己
)
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u
g
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u
d
a
l
 D
o
c
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m
e
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s
，
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記
)

P
l
u
m
m
e
r
，

 Sa
x
o
n
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u
d
a
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o
c
u
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，
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d
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h
e
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F
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d
a
l
i
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1
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t
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o
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L
o
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d
o
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o
m
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d
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k
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i
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r
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C
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n
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W
i
l
h
e
l
m
i
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g
i
s
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n
g
l
i
a
e
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A
b
r
a
h
a
m
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a
r
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e
y
 
(
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o
n
y
m
o
u
s
)
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，
 

L
o
n
d
o
n
，
 1783)
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t
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u
l
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o
l
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，
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W
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a
g
e
，
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o
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d
o
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古
ご
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J
Q
中

h
ト
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ミ
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正
問
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Q
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揺
さ

F
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w
h
o
m
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e
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reeves 
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w
h
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a
v
e
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球
盟
主
在
世
記
号
w
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I
ヘ
去
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英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」

入

}
W
O
E
S
-ロ
H
r
o
m
m
E
Z司ロョ

(
s
t
-
w
℃・

8
3
と
な
っ
て
居
り
、
後
掲
一
ア
ク
ス
ト
中
の
》
同
VH80岳
山
《
を
飽
く
ま
で
》
出
口
《
に
か
か
る
主
格

複
数
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
前
記
エ
リ
ス
が
此
処
の
》
M
E
E℃
O
H
H
2
5
8
H
V
H
G
S
E《
を
》
出
口
言
g
g
H
2
2
-
v
R
窓
口
白

B

官
8
2
E《
の
意
と
解
し
》
官
4
2
E《
を
属
格
単
数
と
看
倣
し
て
い
る
の
と
(
巴

-F
。、
-hむ
-wHW
品∞∞・
1
l
i
イ
タ
リ
ッ
ク
、
引
用
者
)
、
そ
の

他
バ
ラ
ー
ド
の
解
釈
(
〉
LC]
吾
5
固
と

E
E
W
叫
J
F
町
内
)
。
苦
2npNぃ、』
S
2
2
H
(
H
K
G
E
C口、

H
u
g
u
Mロ仏

OLロ
-uHUNSu
日)・

8
・
)
等
を
参
照
し

て
、
本
文
の
如
く
試
訳
す
る
。
尚
、
リ
イ
ヴ
の
土
地
(
刊
号
、
品
、
之
、
2
E
)
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ロ
C
間
同
色
。
『
ア
同
町
芯

hxrb
匂
買
な
ミ
玄

H
t
同町内
a

E
ミ
p
h
g
H号
、
、

uu・ω
叶
N

同
を
是
非
参
照
ぜ
ら
れ
た
い
。

(
回
)
前
掲
拙
著
、
一
九
八
頁
、
二
九
二
頁
註
(
円
)
等
参
照
。

(
剖
)
我
々
は
、
単
に
此
処
に
現
わ
れ
る
騎
士
が
「
騎
士
采
地
を
援
封
せ
ら
れ
ざ
る
家
中
騎
土
し
で
あ
る
と
一
言
う
に
止
ま
り
、
彼
等
が
如
何
な
る
意
味

に
於
て
も
土
地
を
占
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
わ
ん
と
す
る
者
で
は
な
い
。
彼
等
が
、
そ
の
下
に
二
十
二
人
の
ボ
1
デ
ィ
ア
た
ち
を
有
し
て
い
た
と

あ
る
の
は
、
此
の
場
合
の
ボ
I
デ
ィ
ア
が
仮
に
リ
イ
ヴ
の
士
地
に
於
け
る
そ
れ
ら
と
共
に
一
般
の
ボ
l
デ
ィ
ア
と
は
異
な
る
特
殊
な
夫
れ
で
あ
っ
た

と
し
て
も
(
口
『
・
巴
宏
、
。
、
.
町
民
同
-
u
]
U

・
品
∞
∞
・
)
、
兎
に
角
彼
等
騎
士
が
土
地
の
直
接
的
耕
作
者
(
同
問
ユ
ロ
己
正
ロ
え
ω

)

を
自
己
に
属
せ
し
め
て
い
た
こ
と

を、

1
i
i彼
等
が
そ
の
主
君
の
・
前
記
ボ

1
デ
ィ
ア
の
「
緊
縛
」
せ
ら
れ
い
る
デ
ィ
メ
イ
ン
の
一
部
に
事
実
上
土
地
を
保
有
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
斯
か
る
土
地
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
、
リ
イ
ヴ
の
土
地
と
同
様
に
、
彼
等
に
と
っ
て
非
世
襲
的
な

3
2
2
E⑦
会
を
表
わ
し
た

の
で
あ
る
つ
一
二
頁
参
照
)
。
尚
、
一
般
に
ボ
l
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
、
一
一
九
九
頁
参
照
。

(
町

ω
)

己
・
貝
、
ア
同
c
z
-
N
O由

h
q
q
-
u
u
g
r
h
q
q
・
門
戸
口
C己間
-
a
w
h
d
g
n
p
N
N
U。円尽き
S
ご
w
同y

口同

(
田
山

)

(

U

同
-
U
C己
間
]
回
目
、
帆
守
札
礼
二
℃
匂
-
-
H
H
一回口

-
H
H
H
H
H
-

我
々
は
、
前
節
に
於
て
、
凡
そ
サ
ク
ソ
ン
日
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
ク
ニ
フ
ト
し
こ
そ
ノ
ル
マ
ン
H

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
け
る
「
家
中
騎

士
」
の
制
度
的
先
駆
を
為
す
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
そ
の
点
に
い
ま
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
L

以
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
社
会
が
抑
々
そ
の

「
下
部
構
造
」
に
於
て
の
み
な
ら
ず
そ
の
「
上
部
構
造
」
に
於
て
も
「
征
服
」
以
前
の
オ
ウ
ル
ド
日
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
社
会
よ
り
の
二
口
目



間
合
同

E
5
E
-
S
Z
E
E
-可
ョ
を
有
す
る
こ
と
の
集
中
的
表
現
が
見
ら
れ
る
所
以
を
ほ
ぼ
明
ら
か
に
し
た
が
、
「
征
服
」
前
後
の
二
つ
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
社
会
の
夫
々
の
「
上
部
構
造
」
の
聞
に
於
け
る
史
的
連
続
性
の
関
係
は
、
唯
単
に
斯
か
る
点
に
の
み
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
、

ま
た
、
凡
そ

J
m
ロロロ出

-szE巳
守
ョ

と
称
す
べ
き
も
の
の
歴
然
た
る
も
の
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
節
に
於
て

は
、
紙
幅
の
許
す
限
り
こ
の
古
川
を
明
ら
か
な
ら
し
め
、
以
て
本
稿
を
結
ぼ
う
と
思
う
。

「
征
服
」
を
距
る
こ
と
凡
そ
四
分
の
三
世
紀
、

ノ
ル
マ
ン
朝
第
三
代
へ
ン
リ
一
世
(
出

8
4
F
H
-
ロg
t
H
H
ω
日
)
時
代
の
末
年
乃
至
第
、

四
代
ス
テ
ィ

l
ヴ
ン

(
2
3
r
g
-

円

HHω
問、
f
H
H
E
)
時
代
の
初
年
に
、

回

E
Z
修
道
院
に
於
て
、
僧
院
長
ア
ン
セ
ル
ム
ス
〉

E
巳
5
5

(
釘
)

夫
れ
は
、
次
の
如
き
内
容
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。

『
現
に
生
を
享
く
る
文
向
後
生
れ
来
ら
ん
、
す
べ
て
の
者
に
、
以
下
の
こ
と
ど
も
を
知
ら
し
む
。
余
、
す
な
は
ち
、
神
の
思
寵
に
依
り

の
手
に
依
り
、

ノ
l
フ
ア
ク
州
ホ
ウ
ム
出
♀
目
白
な
る
ス
ン
ト
日
ベ
ニ
ッ
ト
日
・

デ

イ

ド

一
つ
の
謹
書
(
二
三
四
四
O
)
が
、
作
成
せ
ら
れ
た
。

ホ
ウ
ム
の
ス
ン
ト
H

ベ
ニ
ッ
ト
修
道
院
長
た
る
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
、
此
の
同
じ
教
会
の
教
団
員
た
ち
の
助
言
の
も
と
に
、
ゴ
ド
リ
ク
の
0
・

門
町
付
の
息
子
ラ
ル
フ
岡
山
田
-1H
に
対
し
、
彼
の
父
た
る
家
令

(
F
4
q
q
)
ゴ
ト
リ
ク
が
そ
の
妻
イ
ン
グ
レ
ー
ダ

同
ロ
∞
円
巾
仏
印

と
共
に
ス

ン
ト
H

ベ
ニ
ッ
ト
〔
修
道
院
〕
に
寄
進
し
た
る
と
こ
ろ
の
リ
ト
ゥ
ル
リ
メ
ル
タ
ン
ピ
三
巾
昌
己
吉
久
S
3ミ
ミ
ミ
之
さ
E
)の
地
を
〔
譲
渡

せ
り
〕
。
該
地
は
、
そ
の
同
じ
ラ
ル
フ
に
依
り
、
僧
会
総
会
に
て
ま
た
〔
ホ
ウ
ム
の
ス
ン
ト
日
ベ
ニ
ッ
ト
修
道
院
の
〕
〔
前
〕
院
長
リ
チ
ヤ

自
岳
民
の
面
前
に
て
規
定
せ
ら
れ
且
つ
特
権
と
し
て
確
認
せ
ら
れ
た
る
諸
条
件
に
基
き
、

占
有
せ
ら
れ
保
有
せ
ら
る
る
も
の
と
す
。

T!P 

ち
、
彼
の
生
有
る
か
、
ぎ
り
、
彼
は
、
修
道
僧
た
ち
の
食
卓
の
た
め
に
壱
年
拾
シ
リ
ン
グ
を
〔
そ
の
保
有
の
〕
代
償
と
し
て
〔
納
付
す
ベ
し
〕
。

(
M

∞) 

而
し
て
、
そ
の
死
後
は
、
ラ
ル
フ
の
正
当
な
る
継
嗣
た
る
者
、
が
年
毎
に
四
拾
シ
リ
ン
グ
を
修
道
僧
た
ち
に
納
付
す
ベ
し
。
然
し
乍
ら
、
い

ま
若
し
彼
に
し
て
継
嗣
を
有
せ
ざ
れ
ば
、
そ
の
メ
ル
タ
ン
の
同
じ
土
地
は
、
神
に
対
し
、
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
に
対
し
、
文
ホ
ウ
ム
の

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ

γ
征
服
」

九



英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」

四
0 

修
道
僧
た
ち
に
対
し
て
、
明
け
渡
さ
る
べ
し
。
此
の
件
の
読
人
た
る
も
の
は
、
下
記
の
者
な
り
。
〔
詮
人
名
略
〕
』

(ω
口広ロ仲間)同
2
3
8印
え

P
Z
H
-
3
5乱
開
問
。
〉
ロ
凹
冊
目
5
5
m
y
R
U
門E
与
宮
田
白
血
口
口
氏
切

mHHm門H
E
-
P
E
C
-
B
8
5
E。
昨
日
H
2
5
2
5舟
5
2
n
-
2
5
8ロロ町田回目

HN邑
己

H
O
E
-。
。
。
仏
片
山
内
-
Z
H
B
E
r
s
E
O
H
-
y
p
r
r。
口
町
宮
回
目
匂

2
2
2
5
の
。
骨
片
口
出
回
門
日
岳
民
開
門

2
5
5
8円巾由
E
F
m
B
E

円】
O白
山
口
町
窓
口
ロ
件
。
ロ

2
5島円
Z

Z
口
市
ロ
缶
!
日
巾
昨
日
回
出
ゲ
巾
ロ
門
山
田
B

G巴
何
回
円
山
口
-
H
o
g
gロ門出向日
Cロ
ゆ
門
吉
田
島
出
口
F
E
E
S
H
2
8口同町自由
HCHHH

同)江戸口巾関口
m
E
S
B
B戸
巳

E
M
L
E目
。
胃
2
2
8
与
寸
丘
町

z
n
r白
H
O
R
-
-片口町同』
giHHH門H24-Mmw同
伊
丹
官
O
M
印

o-丘
町
田
)OH
山
口
ロ
ロ
旨
包

E
2
8白
骨

2
2
s
m仲間
5
2
5
2
8
B
2
5
5
2
5
Z
H何
回
初
出
仏
己
℃

E

E
ゲ
広
告
白
仏
岡
田
m
E
S
S
E号
田
口
口
。

ACCAC巾
田
口
口
。

B
。
E
E

岳山田・

2
Z
2
0
}
5
5
P
B
ロ。ロ

Z
E
2
x
g舟
HHH
窓
口
出
仏
O
Z
2
y
m
-
gロ
m
H
O
B
S巾
E
H
A
H
H
E白
丘
町
ぴ
由
同
問
円
四
8

2
回白ロロ
S
F
w
-

ロ
包
-20
骨片岡片山丹江
σ
g
p
出ロ

-B。
.
白
色
g
H
m
-
8
m
g印

E
2ロ
ロ
同
・
・
・
・
・
・
・
・
・
)

即
ち
、
本
状
は
、

元
来
大
陸
よ
り
渡
来
せ
る
外
来
人
た
る
・
ホ
ウ
ム
の
ス
ン
ト

n
ベ
ニ
ッ
ト
修
道
院
長
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
、
家
令

(
F
4ミ
ミ
)
の
ゴ
ト
リ
ク
の
息
子
一
フ
ル
フ
な
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
ノ

1
フ
ア
ク
州
に
於
け
る
リ
ト
ゥ
ル
日
メ
ル
タ
ン
の
土
地
の
保
有

権
を
確
認
せ
る
と
こ
ろ
の
デ
ィ

i
ド
で
あ
る
。
此
の
場
合
、
こ
の
リ
ト
ゥ
ル
日
メ
ル
タ
ン
な
る
土
地
が
、
本
来
ラ
ル
フ
の
両
親
ゴ
ト
リ
ク

並
び
に
イ
ン
グ
レ
ー
ダ
両
人
に
依
っ
て
此
の
修
道
院
に
「
寄
進
」
ぜ
ら
れ
た
る
所
の
、
此
の
修
道
院
の
世
俗
的
な
軍
役
に
よ
る
土
地
保
有

な
ら
ざ
る
喜
捨
に
基
く
(
刊
誌
司
令

S
2
2と
宗
教
的
な
土
地
保
有
|
|
後
世
所
謂
「
自
由
寄
進
に
よ
る
土
地
保
有
」
公
2
5
1ロ
片
山
口
E
-

-
5
2ロ
)
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
瞭
ら
か
で
あ
り
、
而
し
て
い
ま
そ
の
土
地
の
ラ
ル
フ
に
依
る
保
有
、
す
な
わ
ち
「
直
接
受
封
者
」

に
於
げ
る
土
地
保
有
に
対
す
る
王
の
陪
臣
に
於
け
る
「
間
接
的
土
地
保
有
」

(
5
2
5
8ロ
日
開
)
が
、

ラ
ル
フ
が
其
の
生
涯
に
亘
っ
て
当

修
道
院
に
年
額
拾
シ
リ
ン
グ
の
貨
幣
地
代
を
元
来
「
修
道
僧
た
ち
の
食
卓
の
た
め
に
」
l
|
所
謂
「
食
物
地
代
」
(
同
c
a
B
E
)
の
金
納
化

形
態
と
し
て
給
付
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
る
所
の
、
非
軍
事
的
な
従
属
的
土
地
保
有
♀

4
2含
己
芯
口
正
巾
)
を
表
わ
せ
る
こ
と
、
、
換
一
言



す
れ
ば
、
此
の
家
令
職
な
る
本
来
卑
し
か
ら
ざ
る
社
会
的
地
位
に
在
り
し
者
の
息
子
に
依
る
所
の
土
地
保
有
が
、
ス
ン
ト
H

ベ
ニ
ッ
ト
修

喧
院
領
と
云
っ
た
当
時
の
一
宗
教
的
所
領
に
於
け
る
・
騎
士
役

(
r
E
m宮
田
町

2
5
)
に
依
ら
ざ
る
所
の
一
個
の
封
建
的
土
地
保
有
l
i
h

R
5
2
5
ロ。ロ

B
E
s
q
gロ
ロ
同
相
当
を
表
わ
せ
る
こ
と
は
、
明
瞭
で
あ
る
。

而
し
て
、
こ
の
リ
ト
ゥ
ル
H

メ
ル
タ
ン
に
於
け
る
封
建
的
土
地
保
有
関
係
は
、
右
の
文
書
に
先
立
つ
こ
と
凡
そ
一
世
代
の
、

2

ピ

世
時
代
の
初
期
に
作
成
せ
ら
れ
、
そ
の
謄
本
の
現
在
ホ
ウ
ム
の
ス
ン
ト
H

ベ
ニ
ヴ
ト
修
道
院
記
録
中
に
保
存
せ
ら
れ
あ
る
、
次
の
如
き
内

(

叫

凶

)

容
の
一
つ
の
デ
ィ
l
ド
(
一
一

O
一l
l

一
六
)
を
見
る
こ
と
に
依
っ
て
、
更
に
一
層
瞭
ら
か
な
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ン
リ

『
家
令
ゴ
ド
リ
ク
並
び
に
そ
の
妻
イ
ン
グ
レ
ー
ダ
は
、
彼
等
の
死
後
に
彼
等
の
霊
一
魂
の
た
め
に
、
基
督
並
び
に
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス

の
教
会

(
1
ホ
ウ
ム
の
λ

ン
ト
リ
ベ
ニ
ッ
ト
修
道
院
附
属
教
会
)
に
対
し
、
文
ホ
ウ
ム
〔
の
ス
ン
ト
H

ベ
ニ
ッ
ト
修
道
院
〕
の
修
道
僧
た

ち
に
対
し
て
、

リ
ト
ゥ
ル
日
メ
ル
タ
ン
(
さ
宮
司
足
え
と

E
E
)
の
土
地
を
寄
進
せ
り
。
ゴ
ド
リ
ク
の
息
子
ラ
ル
フ
は
、
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
ゥ
ス
の
教
会
の
教
団
員
た
ち
の
食
卓
の
た
め
に
年
毎
に
拾
シ
リ
ン
グ
の
地
代
〔
を
支
払
ふ
と
と
〕
を
以
て
被
の
生
有
る
か
ぎ
り
〔
彼
に

依
り
て
〕
保
有
さ
る
べ
き
メ
ル
タ
ン
の
同
じ
土
地
を
自
身
受
け
継
げ
り
。
そ
の
同
じ
ラ
ル
フ
の
妻
レ
ス
ケ
リ
l
ネ
円
2
8
F
5
は、

し、

ま

若
し
彼
女
に
し
て
ラ
ル
ア
よ
り
も
生
き
長
ら
ふ
と
せ
ば
、
彼
女
が
ラ
ル
フ
の
其
の
生
有
る
閉
そ
を
保
有
せ
る
と
同
じ
奉
仕
〔
の
義
務
〕
に

依
り
そ
の
メ
ル
タ
ン
の
同
じ
士
地
右
保
有
す
る
て
ふ
条
件
も
て

一
枚
の
窓
掛
け
を
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
教
会
に
寄
進
せ
り
。
然
し

乍
ら
、

い
ま
若
し
ラ
ル
フ
に
し
て
婚
約
せ
る
婦
人
(
l
|
l
妻
?
)
〔
の
胎
内
〕
よ
り
〔
出
生
せ
る
所
〕
の
相
続
人
を
有
せ
ん
か
、
そ
の
同
じ
ラ
ル

ブ
の
一
此
の
相
続
人
が
、
修
道
僧
た
ム
ノ
の
食
卓
の
た
め
に
年
毎
に
四
拾
シ
リ
ン
グ
〔
の
一
地
代
〕
を
支
払
ふ
こ
と
を
以
て
、
そ
の
メ
ル
タ
ン
の
同

じ
土
地
を
保
有
せ
ん
。
之
に
反
し
、

い
ま
若
し
彼
に
し
て
斯
か
る
相
続
人
を
有
せ
ざ
れ
ぽ
、
〔
そ
が
聞
に
子
を
儲
く
る
こ
と
な
き
〕
彼
等

両
人
(
ラ
ル
ブ
並
び
に
レ
ス
ケ
リ
l
ネ
)
の
死
後
そ
の
メ
ル
タ
ン
の
同
じ
土
地
は
、
夫
れ
よ
り

(
|
|
l

メ
ル
タ
ン
の
土
地
に
緊
縛
せ
ら
れ

英
国
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
シ
征
服
」

四
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然
る
に
、
血
友
に
興
味
深
き
こ
と
に
は
、
右
の
ノ

l
フ
ア
ク
州
の
リ
ト
ゥ
ル
H

メ
ル
タ
ン
に
関
し
て
は
、
偶
々
此
の
土
地
の
こ
と
に
触
れ

て
い
る
二
通
豆
、
征
服
」
以
前
の
遺
言
状
が
、
我
々
の
許
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
通
、
一

O
六
六
年
の
直
前
に
作
成
せ
ら
れ

(
卯
)

た
と
推
定
せ
ら
れ
る
、
従
士
の
エ
ド
ウ
ィ
ン
肘
仏
三
ロ
の
夫
れ
を
見
る
に
、
そ
の
う
ち
に
、
『
又
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余
(
エ
ド
ウ
ィ
ン
)
は
か
の
リ
ト
ゥ
ル

日
メ
ル
タ
ン
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h
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h
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P
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)
に
在
る
土
地
を
〔
ホ
ウ
ム
の
〕
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
〔
修
道
院
〕
に
譲
渡
し
、

旦
つ
一

O
エ
イ
カ
〔
の
土

地
〕
を
そ
の
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其
処
な
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)
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云
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一
節
が
あ
り
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更
に
其
処
に
文
次
の
如
き
一
節
が
見
ら
れ
る
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而
し
て
、

以
下
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ウ
ル
フ
リ

ク
者
己
片
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エ
ド
ウ
ィ
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な
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兄
弟
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ソ

l
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吋
rc弓
巾
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戸

MEZE--w
zoHHo--内
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と
〔
リ
ト
ゥ
ル
日
〕
メ
ル

タ
ン
と
に
在
る
一
討
中
山
所
の
土
地
に
関
し
て
彼
等
の
聞
に
取
り
結
び
た
る
所
の
約
定
な
り
。
即
ち
、
彼
等
の
う
ち
の
執
れ
か
一
方
の
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に
し

て
他
方
の
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よ
り
も
生
き
な
が
ら
へ
ん
か
、
そ
の
者
は
そ
の
嬰
方
の
土
地
を
所
有
す
べ
き
も
の
と
す
。
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し
て
彼
等
両
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の
生
涯
の
の
ち

は
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の
〔
リ
ト
ゥ
ル
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〕
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に
由
っ
て
之
を
観
れ
ば
、
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征
服
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の
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既
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弟
)
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ル
フ
リ
ク
と
彼
等
の
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ケ
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ら
、
当
時
の
イ
ー
ス
ト
H
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グ
リ
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の
地
方
的
豪
族
の
一
族
の
、
共
同
保
有
に
係
わ
る
一
個
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事
実
上

の
荘
園
を
形
成
し
て
居
り
、
夫
れ
は
彼
等
の
死
後
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そ
の
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来
の
所
有
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と
し
て
ホ
ウ
ム
の
ス
ン
ト
日
ベ
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ッ
ト
修
道
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封
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的
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土
地
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有
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た
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一
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べ
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あ
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